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(注) １ 第11期連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 純資産の算定にあたり、第12期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) ― ― 8,223 10,226 13,735

経常利益 (百万円) ― ― 919 1,270 1,985

当期純利益 (百万円) ― ― 543 685 1,075

純資産額 (百万円) ― ― 4,609 5,174 6,000

総資産額 (百万円) ― ― 6,839 8,335 10,450

１株当たり純資産額 (円) ― ― 87,106.27 24,147.65 27,669.70

１株当たり 
当期純利益金額

(円) ― ― 10,383.90 3,228.52 4,996.71

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額

(円) ― ― 9,710.22 3,073.72 4,806.36

自己資本比率 (％) ― ― 67.4 62.1 57.4

自己資本利益率 (％) ― ― 11.8 14.0 19.2

株価収益率 (倍) ― ― 62.0 35.6 19.9

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― 771 1,406 2,095

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― △ 1,148 △ 1,247 △ 818

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) ― ― 503 △ 59 △ 119

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) ― ― 2,517 2,617 3,774

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
―

(―)

―

(―)

148

(338)

180

(423)

283

(464)



  

  

 

(2) 提出会社の経営指標等

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

売上高 (百万円) 6,163 6,018 8,075 8,915 12,211

経常利益 (百万円) 722 790 951 1,339 1,993

当期純利益 (百万円) 393 452 568 691 1,072

持分法を適用した 
場合の投資利益

(百万円) ― ― ― ― ―

資本金 (百万円) 703 1,076 1,376 1,402 1,421

発行済株式総数 (株) 8,850 10,195 52,805 214,280 216,850

純資産額 (百万円) 1,965 3,380 4,638 5,209 6,033

総資産額 (百万円) 3,119 4,818 6,675 8,030 10,253

１株当たり純資産額 (円) 222,069.33 330,864.63 87,659.33 24,313.34 27,822.62

１株当たり配当額 
(１株当たり 
中間配当額）

(円)
5,000

(―)

7,500

(―)

2,000

(―)

700

(―)

1,500

(―)

１株当たり 
当期純利益金額

(円) 44,630.55 46,808.11 10,870.48 3,258.20 4,985.83

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益金額

(円) ― 44,860.13 10,165.24 3,101.97 4,795.89

自己資本比率 (％) 63.0 70.2 69.5 64.9 58.8

自己資本利益率 (％) 22.3 16.9 14.2 14.0 19.1

株価収益率 (倍) ― 39.7 59.2 35.3 19.9

配当性向 (％) 11.2 16.0 18.4 21.5 30.1

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 356 534 ― ― ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △188 △899 ― ― ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 16 940 ― ― ―

現金及び現金同等物 
の期末残高

(百万円) 1,814 2,390 ― ― ―

従業員数 
〔外、平均臨時 
雇用者数〕

(名)
128

(271)

147

(247)

136

(337)

164

(394)

258

(419)



  
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第９期は、当社は関連会社を有しないため持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

第10期は、利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社であるため持分法を適用した場合

の投資利益は記載しておりません。 

第11期より連結財務諸表を作成しているため、第11期以降の持分法を適用した場合の投資利益は記載してお

りません。 

３ 第10期の１株当たり配当額7,500円には、上場記念配当2,500円を含んでおります。 

４ 第９期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、ストックオプション制度導入に伴う新株予約権

残高がありましたが、当社株式は非上場・非登録でありましたので、期中平均株価が把握できないため記載

しておりません。 

５ 第９期は、当社の株式は非上場・非登録でありましたので、株価の算定が困難なため株価収益率は記載して

おりません。 

６ 当社は、第11期においては平成17年５月20日付で、株式１株につき５株の株式分割を行っております。 

第12期においては、平成18年４月１日付けで、株式１株につき４株の株式分割を行っております。 

７ 第11期より連結財務諸表を作成しているため、第11期以降の営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動

によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー及び、現金及び現金同等物の期末残高は記

載しておりません。 

８ 純資産の算定にあたり、第12期から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

  



 

  

  

 

２ 【沿革】

平成８年３月 東京都渋谷区に株式会社ビジネス・コープを設立、福利厚生サービス・コストダウン
サービス(各種オフィスサプライ商品の低価格販売)を開始。

平成９年６月 本店を東京都渋谷区から東京都新宿区に移転。

平成10年１月 カフェテリアプラン事業開始。

平成10年４月 全国にカスタマーセンターのアクセスポイントを設置。 
カフェテリアプランのアウトソーシングサービスを開始。 
企業保有の保養所を当社の会員向けに開放する「保養所オープンシステム」を開始。

平成10年６月 本店を東京都新宿区から東京都渋谷区に移転。

平成10年９月 大阪市北区に大阪支店設置。

平成11年４月 カスタマーセンターにコールセンター専用システム導入。 
カフェテリアプラン自動決済システム受託開始。

平成11年８月 名古屋市中区に名古屋支店設置。

平成11年９月 札幌市中央区に札幌支店、福岡市中央区に福岡支店設置。

平成12年１月 本店を東京都渋谷区から東京都中野区に移転。

平成12年４月 オールインターネットサービス「福利厚生Webサービス」開始。

平成13年３月 本店を東京都中野区から東京都新宿区に移転。

平成13年４月 社名を株式会社ベネフィット・ワンに変更。

平成13年11月 広島市中区に広島支店設置。

平成14年７月 仙台市青葉区に東北支店(現仙台支店）、神戸市中央区に神戸支店、埼玉県さいたま市
(現埼玉県さいたま市大宮区)にさいたま支店、千葉市中央区に千葉支店、横浜市西区
に横浜支店設置。

平成14年10月 香川県高松市に四国支店（現高松支店）を設置。

平成14年12月 京都市中京区に京都支店を設置。

平成15年４月 株式会社 アットマークトラベルの営業権を取得。 
マイトリップ・ネット株式会社（現楽天トラベル株式会社）と業務提携。 
プライバシーマーク取得。

平成15年８月 株式会社福利厚生課の営業権を取得。

平成16年４月 「ベネフィット・ステーション セレクト」サービス開始。

平成16年９月 日本証券業協会に株式を店頭登録。

平成16年11月 富裕層向け「ベネフィット・ステーション プレステージ・ゴールド」サービス開始。
株式会社センダントジャパンの営業権を取得。

平成16年12月 日本証券業協会への株式の店頭登録を取消し、株式会社ジャスダック証券取引所に株
式を上場。

平成17年１月 株式会社グローバルヘルスケア（現・連結子会社）と資本提携。

平成17年４月 熊本県熊本市に熊本支店を設置。 
株式会社パソナ、東京電力株式会社らとの共同出資により株式会社ＮＡＲＰを設立。

平成17年７月 本店を東京都新宿区から東京都渋谷区に移転。

平成17年11月 東京都渋谷区に子会社、株式会社スピークライン（現・連結子会社）を設立。

平成18年２月 メンバーシップ事業及び会員制ショッピング事業を簡易分割し、東京都渋谷区に子会
社、株式会社ベネフィットワン・パートナーズ（現・連結子会社）を設立。

平成18年３月 東京証券取引所市場第二部に上場。

平成18年７月 株式会社グローバルヘルスケア（現・連結子会社）を子会社化。

平成18年８月 エグゼキューブ株式会社の株式を取得。

株式会社ジャスダック証券取引所への上場廃止。

平成18年10月 栃木県宇都宮市に宇都宮支店を設置。

浜松市中区に浜松支店を設置。

平成19年２月 愛媛県松山市に松山カスタマーセンターを設置。

株式会社海外開発センターからの事業譲受けにより、標章および割引サービス開始。

平成19年６月 愛媛県松山市に松山支店を設置。



 当社グループは、当社、連結子会社３社、関連会社２社により構成されており、企業の福利厚生代行

サービスを中心としたアウトソーシング事業とゲストハウス事業等を行っております。 

 アウトソーシング事業の売上高、営業利益および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業

利益および資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  当社は、親会社である株式会社パソナグループを中心とした企業グループ（以下「パソナグルー

プ」）に属しております。 

 パソナグループは、人材関連事業、アウトソーシング事業およびその他の事業を行っており、当社グ

ループは、アウトソーシング事業分野の中核企業グループとして位置付けられております。 

 なお、パソナグループとの取引については、同グループから福利厚生のアウトソーシングを受託して

おります。また、親会社傘下の事業会社からは主として人材派遣を受けるとともに不動産を賃借してお

ります。 

  

  （企業集団） 
  

 

  

３ 【事業の内容】



  
(福利厚生部門) 

当社グループの提供する福利厚生代行サービスは、顧客企業が、当社の運営する会員組織(ベネフ

ィット・ステーション)に入会することで法人会員となり、法人会員の従業員(個人会員)が当社と契

約関係にあるサービス提供企業の運営する宿泊施設やスポーツクラブ、各種学校等の福利厚生メニュ

ーを利用できるものであります。当社グループは法人会員から入会金および個人会員数に応じた月会

費を収受し、個人会員が宿泊施設等を利用した際に、加入コースに応じた補助金を支給します。 

また、予め顧客企業(法人会員)の従業員(個人会員)にポイントを付与し、個人会員は与えられたポ

イントの範囲内で、自分のニーズに合った福利厚生メニューを選べる、選択型福利厚生制度(カフェ

テリアプラン)のポイント管理事務の代行も行っております。 

顧客である法人会員企業は、当社グループのサービスを利用することによって、福利厚生に関する

費用負担の軽減を図るとともに、企業規模に関係なく、均質で充実した福利厚生制度を備えることが

できます。 

(物販部門) 

① 企業会員向けサービス 

当社グループは会員企業の従業員に商品の販売を行っております。会員企業の従業員がカフェテリ

アプランのポイント等を利用して商品の購入を行うことができるように、季刊誌、ガイドブック、

FAXサービスおよびWeb配信等にて販売商品の情報提供を行っております。 

また、企業の物品購買に対し、共同購入による各種オフィスサプライ商品の低価格販売(コストダ

ウンサービス)も行っております。 

  

② 会員制ショッピング倶楽部 

当社グループは会員制ショッピング倶楽部を運営しております。クレジットカード会社等の各ショ

ッピング倶楽部へ入会している個人会員に対し、ブランド商品等を会員価格で販売しております。 

  

部門の系統図は、次のとおりであります。 

(福利厚生部門) 

  

 



  
(カフェテリアプラン) 

  

 

(物販部門) 

① 企業会員向けサービス 

  

 



  
(物販部門) 

② 会員制ショッピング倶楽部 

  

 

  



  

  

 
(注)１ 有価証券報告書の提出会社であります。 

２  特定子会社に該当しております。 

３  株式会社ベネフィットワン・パートナーズについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連

結売上高に占める割合が10％を超えております。主要な損益情報等は以下のとおりであります。 

 
  

平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出

向者を含む就業人員数であります。 

２ 従業員数欄の( )は、契約社員及び派遣社員の年間平均雇用人員数を外数で表示しております。 

３ 従業員の状況については、事業の種類別セグメント及び事業の部門別は記載していないため、全社共通と 

  して記載しております。 

４ 前連結会計年度末に比べ従業員が103名増加しておりますが、これは業容拡大に伴う新卒採用と中途採用を

積極的に行ったことによるものであります。 

  

４ 【関係会社の状況】

名称 住所
資本金又は 

出資金 
(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有 
又は被所有割

合 
(％)

関係内容

役 員 の
兼務

資 金 援
助

設 備 の
賃貸借

営業上の取引

（親会社）

株式会社 パソナグルー
プ

(注)１

東京都 
千代田区

5,000

人材ビジネスに関
連する事業等を営
む会社の株式を所
有することによる
当該会社の事業活
動の支配および管
理等

[被所有割合]
[52.89]

有 － －
当社サービスの提
供

（連結子会社）

株式会社 ベネフィット
ワン・パートナーズ

(注)２．３

東京都 
渋谷区

50
企業顧客に対する
物販および福利厚
生サービスの提供

100.00 有 － 有
当社からのＯＥＭ
供給 
当社への商品販売

株式会社 スピークライ
ン      

東京都 
渋谷区

20

個人・法人を対象
とするインターネ
ット語学学校の運
営

85.00 有 － 有
当社へのサービス
の提供

株式会社 グローバルヘ
ルスケア    

東京都 
渋谷区

72
会員制健康支援サ
ービス

70.43 有 － 有
当社への健康管理
等サービスの提供

（持分法適用関連会社）

株式会社 ＮＡＲＰ
東京都 
千代田区

160
雇用創出、シニア
向け福利厚生会員
サービス

23.75 有 － －
当社からのＯＥＭ
供給

エグゼキューブ 株式会
社

東京都 
港区

140
体験型カタログギ
フトサービス

33.50 有 － －
当社へのサービス
の提供 
 

売上高 
（百万円）

経常利益 
（百万円）

当期純利益 
（百万円）

純資産額 
（百万円）

総資産額 
（百万円）

2,318 34 19 139 552

５ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

全社共通   283（464）

合計   283（464）



 

  

平成20年３月31日現在 

 
(注) １ 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。 

３ 従業員数欄の( )は、契約社員及び派遣社員の年間平均雇用人員数を外数で表示しております。 

４ 前事業年度末に比べ従業員が94名増加しておりますが、これは業容拡大に伴う新卒採用と中途採用を積極的

に行ったことによるものであります。 

  

当社グループには労働組合はありません。なお、労使関係は円滑な関係にあり、特記すべき事項はあ

りません。 

  

(2) 提出会社の状況

従業員数(名) 平均年齢(歳) 平均勤続年数(年) 平均年間給与(千円)

258
（419）

32.3 2.6 4,676

(3) 労働組合の状況



当連結会計年度におけるわが国経済は、年度後半からエネルギー・原材料価格の高騰やサブプライムロ

ーン問題の影響などから減速の兆しが見られ、企業の業況感も慎重化しつつあります。雇用者所得の伸び

を背景にした個人消費や民間設備投資は底堅く推移し、景気を下支えしているものの、総じて景気の先行

きは不透明な状況で推移しております。 

 このような経済状況の下、主要顧客である大企業、官公庁等は、従業員に対し価値観・ニーズに合致し

た福利厚生サービスを提供するため、福利厚生のアウトソーシングと共に、育児・介護を中心としたワー

クライフバランスに配慮した福利厚生メニューの拡充を積極的に行っております。 

 かかる環境の中で、当社グループといたしましては、法人会員に対してトータルコンペンセーションの

ソリューション営業（提案営業）を推進し、福利厚生サービスの拡大を図っております。 

 また、新規事業として報奨金・奨励金などをポイント化して管理・運営するサービス「インセンティ

ブ・カフェ」、連結子会社である株式会社ベネフィットワン・パートナーズの「カスタマー・ロイヤリテ

ィープログラム（企業顧客満足度向上のための物販およびサービス提供）」、更に前連結会計年度に事業

の譲受けをしたグルメ中心の「会員事業」「標章事業」などの拡充を図ることにより、個人および法人会

員の両面へのサービス提供の体制を強化いたしました。 

 こうした取組みの結果、当連結会計年度の売上高は13,735百万円（前年同期比34.3％増）、営業利益は

1,948百万円（同53.3％増）、経常利益は1,985百万円（同56.2％増）、当期純利益は1,075百万円（同

56.9％増）となりました。 

  

 当社グループにおいて、アウトソーシング事業の売上高は連結売上高の90％超を占めるため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しております。 

 なお、部門別売上高を示すと、次のとおりであります。   

当部門におきましては、積極的な営業展開を行い新規サービス開始に努めた結果、当連結会計年度の

売上高は12,362百万円（同32.4％増）となりました。  

②物販部門  

当部門におきましては、会員制ショッピング倶楽部を中心に販売活動を行い、当連結会計年度の売上

高は1,373百万円（同54.3％増）となりました。 

  

第２ 【事業の状況】

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

①福利厚生部門 



  
(2) キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末

に比べ1,157百万円増加し、3,774百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因を以下に記載します。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは2,095百万円（前連結会計年度は1,406百万円）の増加となり

ました。 

資金増加の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,886百万円（同1,239百万円）、ガイドブック制

作費用等として計上していた前払費用の減少256百万円（同244百万円の増加）、同ガイドブックの制

作費用を中心に仕入債務の増加が386百万円（同386百万円の増加）、会員企業等からの預り金の増加

678百万円（同131百万円の増加）補助金の受取額110百万円であります。 

 資金減少の主な内訳は、売上債権の増加854百万円（同397百万円の増加）、たな卸資産の増加189

百万円（同10百万円の減少）となったことおよび法人税等の支出が759百万円（同352百万円）あった

こと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは818百万円（前連結会計年度は1,247百万円）の減少となりま

した。 

これは主に、業務系システム開発投資のため、有形および無形固定資産を取得したことによる支出

が657百万円（同605百万円）であったこと等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは119百万円（前連結会計年度59百万円）の減少となりまし

た。 

これは主に、配当金の支出が149百万円（同105百万円）あったこと等によるものであります。 

  



  

当社及び連結子会社は、企業の福利厚生代行サービスを行っているため、生産実績及び受注実績につい

ては、該当事項はありません。 

また、当社及び連結子会社は、アウトソーシング事業とゲストハウス事業等を行っており、アウトソー

シング事業の売上高、営業利益および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益、資産の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。 

このため、販売実績については、「１ 業績等の概要」における業績説明に記載しております。 

  

アウトソーシング事業においては、同業他社との差別化を図るため、福利厚生を含め総額報酬管理（ト

ータルコンペンセーション）に関するコンサル営業を推進すると共に福利厚生以外の持株会、財形などの

事務受託を積極的に行い、総額報酬管理事務の一括受託（ワンストップソリューション）を推進してまい

ります。 

また、サービス提供に関しては、サービス市場では「アウトレット」であっても良質でお値打ち感のあ

るサービス・商品を新たに開拓することが、差別化の重要な課題と考えております。 

 当社グループでは、上述のとおり、総合的なサービス提供によるニーズの掘り起しと事業の更なる拡大

に注力してまいります。 

  

２ 【生産、受注及び販売の状況】

３ 【対処すべき課題】



  

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資家の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。  

 なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において判断したものでありま

す。  

当社グループは、法人会員から入会金および個人会員数に応じた月会費を収受し、個人会員が宿泊施設

等を利用した際に、加入コースに応じた補助金を支給します。個人会員数が増加すれば当社グループの収

入も増加しますが、収入以上に個人会員の補助金を伴う施設利用が増加すれば、収入を上回る補助金負担

の増大に伴い業績に悪影響を与える可能性があります。 

  

カフェテリアプランとは欧米で主流の選択型福利厚生制度で、主にベネフィット・ステーションの法人

会員と別途契約を締結することにより、当社が各企業のポイント管理事務を代行するサービスでありま

す。 

具体的には、予め顧客企業（法人会員）の従業員（個人会員）にポイント（※）を付与し、個人会員は

与えられたポイントの範囲内で好きな福利厚生メニューを選択し、サービスを受けることができます。従

業員が使用できるポイント数が確定するため、顧客企業にとっては福利厚生費の予算を見積もりやすくな

り、従業員にとっては自分のニーズに合った福利厚生メニューを選べるといったメリットがあります。当

社は、各企業のポイント管理事務の代行サービスを行っております。 

他方で、事務処理は煩雑で件数も膨大なものとなり、オペレーションによる事務処理リスクが伴うため

システム基盤の整備が業務遂行上、重要な要素となります。当社ではシステム整備を進めることにより、

業務基盤の整備を進めておりますが、事務事故の発生により業績に悪影響を与える可能性があります。 

（※）カフェテリアプランを導入した企業が、福利厚生費として従業員一人一人に対して負担する金額。 

  

同業他社が、当社グループのサービスメニューを模倣することは比較的容易であり、福利厚生メニュー

のラインナップにおいて差別化することは比較的困難な状況にあります。参入企業が多くなり同様のサー

ビスが増加すれば、会員獲得のための過当競争や契約の解除等が発生する可能性があり、当社グループの

収益に悪影響を与える可能性があります。 

  

当社は、全国８箇所の保養所を賃借及び一部所有により直接経営しております。当社グループとしての

目的は、施設運営による収益の確保に加え、個人会員が宿泊施設等を利用した際に発生する施設利用補助

金のコスト削減にあります。 

しかしながら、今後施設利用補助金削減や差別化のため直営施設を大量に賃借したにもかかわらず、そ

の稼動状況が充分でないような場合には、当社の業績に悪影響を与える可能性があります。 

  

４ 【事業等のリスク】

(1)当社グループの事業内容について

①補助金負担の増大について

②カフェテリアプランによるオペレーションリスクについて

③新規参入による他社競合の可能性について

④ 直営保養所の稼動リスクについて



  

当社グループは、個人会員に対して当社グループのサービスメニューをまとめた冊子（ガイドブック）

を提供しております。ガイドブックは年度毎に改訂されます。この製本費用はガイドブック配布時の第１

四半期に集中するため、当社グループの利益変動の原因となります。 

  

当社グループでは、会費売上として概ね一定額が毎月計上されます。他方で当社グループが支払う補助

金は、宿泊施設等の利用の都度売上原価として計上されます。第２四半期は夏期休暇等の影響で、当社グ

ループの支払う補助金が増加することにより売上原価率が上昇し、上期の収益に影響を与えます。 

  

福利厚生サービスの利用申込み等は、当社のカスタマーセンターで対応しております。予約受付等の業

務は、宿泊施設等の利用が集中する夏期休暇等の時期の約２ヶ月前に繁忙を極めるため、第１四半期・第

２四半期においてオペレーター数が増加し人件費が多くなることから、季節的に収益に影響を与えます。 

  

平成20年３月期末現在において、株式会社パソナグループは当社グループにかかる議決権を52.89％保

有しております。  

有価証券報告書提出日現在、当社の役員13名のうち、株式会社パソナグループの取締役を兼ねるものは

３名であり、その氏名並びに同社における役職は以下のとおりであります。 

 
取締役南部靖之は、幅広い人脈を持つことから営業支援者として当社が招聘したものであり、社

外取締役相原宏徳は経営アドバイザーとして当社が招聘したものであります。 

 監査役川崎悦道については、経理・財務の専門家の立場からの監査機能を高めるため当社が招聘

したものであります。 

また、株式会社ＮＡＲＰは当社の関連会社であり、株式会社パソナグループの子会社として、50歳

以上の団塊・シニア層を対象とした個人の福利厚生代行サービス業、再就職支援事業、社友会・OB

会の運営受託をしております。 

（当社の出資比率23.75％、株式会社パソナグループの出資比率70.63％） 

同社の役員を兼ねる当社の役職員は４名であり、その氏名並びに同社における役職は以下のとおり

であります。 

 

(2)業績の季節変動について

① ガイドブック制作費の計上時期について

② 宿泊施設等の利用時期の集中について

③ カスタマーセンターの人員数変動について

(3)パソナグループとの人的関係について

当社における役職 氏  名 株式会社パソナグループにおける役職

取締役（非常勤） 南 部   靖 之 代表取締役グループ代表兼社長

社外取締役（非常勤） 相 原   宏 徳 社外取締役

監査役（非常勤） 川 崎   悦 道 取締役専務執行役員

当社における役職 氏  名 株式会社ＮＡＲＰにおける役職

代表取締役社長 白 石   徳 生 取締役（非常勤）

取締役（非常勤） 上 田   宗 央 取締役（非常勤）

監査役（常勤） 青 木   克 彦 監査役（非常勤）

従業員（出向） 松 尾   充 善 取締役



  

当社グループは多数の会員企業の個人会員情報を保有しており、これらの情報は基幹業務システムに集

約されております。このため、個人会員情報の漏洩防止を定めた「個人情報保護基本規定」を制定し、従

業員からは採用時および退職時に、機密情報の漏洩をしないことを記載した誓約書を徴収しております。

また個人会員情報の厳格な管理を徹底すべく、平成19年４月８日にプライバシーマーク（※）を更新いた

しました。 

しかし、個人会員情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、法的責任を課される危険性があ

ります。また、法的責任まで問われない場合でもブランドイメージ悪化などにより、当社の事業および業

績に影響を与える可能性があります。 

※ プライバシーマーク： (財)日本情報処理開発協会が、日本工業規格「個人情報保護に関するコンプ

ライアンス・プログラムの要求事項 JIS Q 15001」に適合して電子計算機

処理に係る個人情報の適切な保護のための体制を整備していると認める事

業者に対して付与認定されるもの 

  

当社は、平成20年２月26日開催の取締役会において松山カスタマーセンターを自社ビルとして建設する

方針を決議し、株式会社マリモと土地売買契約を締結し、平成20年６月４日に愛媛県松山市藤原二丁目所

在の土地の引渡しを受けております。 

 なお、目的、取得物件の内容等詳細については、（重要な後発事象）に記載しております。 

  

当社グループにおける研究開発活動は、顧客企業会員等に信頼される「福利厚生サービス」を提供する

ことを目的としており、これに係るシステム開発等の設備投資を行っております。 

なお、当連結会計年度においては、研究開発費の総額は32百万円であります。 

  

(4)個人情報について

５ 【経営上の重要な契約等】

６ 【研究開発活動】



  

文中における将来に関する事項は当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであ

ります。 

  

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき

作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっての会計基準は、「第５ 経理の状況

１ 〔連結財務諸表等〕」の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおりで

す。 

  

①売上高及び営業利益 

当連結会計年度における当社グループの業績につきましては、売上高は13,735百万円となり、前連結

会計年度に比し3,509百万円の増加（前年同期比34.3％増）となりました。 

これは、福利厚生代行サービスにおけるワークライフ・バランスの浸透等により民間大手企業での福

利厚生検討が盛んとなったこと、公務マーケットでの中央省庁、自治体、外郭団体など幅広く厚生事業

のアウトソーシングが活発化したことに加え、取次店経由での中小企業開拓への一層の注力を図り、受

注の追い風となったことから福利厚生部門での売上を12,362百万円（同32.4％増）とし、物販部門につ

いては、1,373百万円（同54.3％増）となったことによります。 

売上原価は、8,099百万円となり、前連結会計年度に比し1,890百万円の増加（同30.4％増）となりま

した。福利厚生売上高の増加に伴い宿泊補助金等が増加したものの、他経費抑制により原価率は前連結

会計年度より1.7ポイント減少し、59.0％となりました。 

また、販売費及び一般管理費は、3,687百万円となり、前連結会計年度に比し941百万円の増加（同

34.3％増）となりました。これは、大口顧客の増加に伴うガイドブック配送費等の増加（同22.5％増、

103百万円）、業容拡大による人員増加による給料手当の増加（同23.5％増、187百万円）、ＰＣ関連購

入および印刷物製作による消耗品費の増加（同131.4％増、139百万円）、システム投資による減価償却

費の増加（同60.7％増、55百万円）が主な要因となっております。 

この結果、当連結会計年度の営業利益は、1,948百万円となり、前年度比677百万円の増加（同53.3％

増）となりました。また、売上高営業利益率は前年度比1.8ポイント上昇して14.2％となりました。 

  

②営業外損益及び経常利益 

営業外損益では、松山カスタマーセンター開設に伴う関係地方自治体からの補助金による収入82百万

円を主な要因とした営業外収益92百万円、持分法による投資損失41百万円を主な要因とした営業外費用

56百万円を計上しました。 

この結果、経常利益は1,985百万円となり、前年度比714百万円の増加（同56.2％増）となりました。

また、売上高経常利益率は前年度比2.1ポイント上昇して14.5％となりました。 

  

③特別損益及び当期純利益 

特別損益では、松山カスタマーセンター開設に伴う設備投資に係る松山市からの設備補助金収入35百

万円を特別利益で計上する一方で、投資有価証券評価損24百万円、会員権評価損70百万円、固定資産圧

縮損35百万円を主な要因とした特別損失134百万円を計上しております。 

７ 【財政状態及び経営成績の分析】

 (1) 重要な会計方針及び見積り

 (2) 当連結会計年度の経営成績の分析



この結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、1,886百万円となり、前年度比646百万円の

増加（同52.1％増）となりました。 

 税金費用は、税金等調整前当期利益の増加に伴い811百万円となり、前年度比248百万円の増加（同

44.1％増）となりました。 

以上の結果、当連結会計年度の当期純利益は1,075百万円となり、前年度比389百万円の増加（同

56.9％増）となりました。 

  

ⅰ.資産の増減 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比して2,114百万円増加し、10,450百万円となり、

流動資産においては、1,955百万円増加し、6,888百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増

加1,156百万円、売上債権の増加854百万円、ガイドブック等たな卸資産の増加189百万円、前払費用と

して計上していたガイドブック作成費用等の減少256百万円によるものであります。 

当連結会計年度末における固定資産合計は、159百万円増加し、3,561百万円となりました。これは主

に、有形固定資産の増加91百万円、無形固定資産の増加175百万円、投資有価証券の減少267百万円、繰

延税金資産の増加110百万円等によるものであります。 

  

ⅱ.負債の増減 

当連結会計年度末における固定負債合計は、29百万円減少し、48百万円となりました。これは主に、

繰延税金負債の減少54百万円によるものであります。 

  

ⅲ.純資産の増減 

当連結会計年度末の純資産は前連結会計年度末に比して826百万円増加し、6,000百万円となりまし

た。これは主に、利益剰余金の増加925百万円、その他有価証券評価差額金の減少137百万円によるもの

であります。 

  

②キャッシュ・フローの分析 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況については、「第２ 事業の状況 １ 業績等

の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。 

  

当社グループは法人会員から入会金および個人会員数に応じた月会費を収受し、個人会員が宿泊施設

等を利用した際に、加入コースに応じた補助金を支給します。この補助金は当社グループの主要なコス

トになる反面、個人会員の満足度を高めるために重要な役割を果たしております。 

このコストの上昇を吸収するため、サービス提供企業から基本登録料および送客手数料を収受する等

収益機会の拡大を図りました。今後もこうした収益確保に努め、更に優良なサービス提供をいたしま

す。 

 (3) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

①財政状態の分析

当連結会計年度末の負債は前連結会計年度末に比して1,288百万円増加し、4,449百万円となり、流動

負債においては、1,317百万円増加し、4,400百万円となりました。これは主に、ガイドブック制作費用

等による仕入債務の増加386百万円、ガイドブック発送費用等による未払金の増加133百万円、未払法人

税等の増加136百万円、会員企業等からの預り金の増加678百万円によるものであります。

 (4) 経営者の問題認識と今後の方針について



 

また、「総額報酬管理」ともいわれるトータルコンペンセーションとは、給与、年金、ストックオプ

ションなど、報酬を総額で管理する制度であります。日本では現状、カフェテリアプランを導入する事

で福利厚生費をポイント化し、従業員にとってはより公平に且つ選択性があるというメリットが、また

企業にとっても、法定外福利厚生費の予算が透明化され、コストコントロールが可能というメリットを

享受できます。 

本サービスを提供するために、給与計算会社、社宅管理会社、金融機関など各専門分野の会社とのア

ライアンスが必須であり、提携の推進に努めてまいります。 

一方、同業他社との間で会員獲得のための過当競争が発生する可能性があります。当社といたしまし

てはシェア拡大戦略により、サービス提供企業の協力を得て施設の利用料金の低価格化等を図り、より

競争力のあるサービスを提供してまいります。 

カスタマーセンターの予約受付等の業務は、宿泊施設等の利用が集中する夏期休暇や年末年始の時期

の約２ヶ月前に繁忙を極め、その業務量は時期により大きな差があります。 

 カスタマーセンターの適正な人員配置を心がけることにより、コストの低減と会員の満足度を同時に

充足するよう努めてまいります。 

  



当連結会計年度の設備投資については、主にカスタマーセンターシステムおよびカフェポイント管理シ

ステム改修のための設備投資、ゲストハウス新設に伴う設備投資等を実施しております。 

当連結会計年度の設備投資等の総額は702百万円であります。 

なお、重要な設備の除却および売却はありません。 

  

平成20年３月31日現在における当社グループの主要な設備および従業員の配置状況は次のとおりであり

ます。 

 
  

(注)１ 上記金額には、消費税等が含まれておりません。 

２ 現在休止中の設備はありません。 

３ 従業員数欄の（ ）は契約社員及び派遣社員の年間平均雇用人員数を外数で表示しております。 

４ 上記の他、リース契約による設備の内容は、下記のとおりであります。 

  

 
  

第３ 【設備の状況】

１ 【設備投資等の概要】

２ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

事業所名 
(所在地)

事業の種類
別セグメン
トの名称

設備の内容

帳簿価額(百万円)

従業員数 
(名)建物及び構

築物
船舶及び 
車両運搬具

土地 
（面積㎡）

工具器具 
備品

合計

本社 
(東京都渋谷区)

アウトソ
ーシング
事業

本社機能 39 29 － 135 204
170

(252)

大阪支店 
(大阪市北区)

アウトソ
ーシング
事業

営業事務 7 － － 5 13
32
(37)

松山カスタマー
センター 
(愛媛県松山市)

アウトソ
ーシング
事業

コールセン
ター機能

1 － － 28 29
44

(126)

直営施設
(神奈川県足柄下
郡箱根町)

アウトソ
ーシング
事業

宿泊施設 65 －
139

(10,522.83)
0 205 －

ゲストハウス 
(千葉県館山市)

ゲストハ
ウス事業

宿泊施設 120 －
44

(1,043.65)
0 166 －

ゲストハウス 
(山梨県南都留郡
山中湖村)

ゲストハ
ウス事業

宿泊施設 91 －
21

(1,258.00)
1 113 －

事業所名 
(所在地)

設備の内容
年間リース料 

(百万円)
リース契約残高 

(百万円)

本社 
(東京都渋谷区)

建物・カスタマーサーバー・パソコ
ン・ソフトウェア

86 75



 

  

 
  

(注)１ 業容拡大に伴い顧客データベース、カフェシステム、カスタマーセンターシステム等、業務インフラ再構築

によるオペレーション効率化等  

２ 建物の完成は平成21年１月を予定しており、ここまでの投資額は1,322百万円を予定しております。 

３ 業容拡大に伴うコールセンター及び事務スペースの新設 

該当事項はありません。 

  

３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社
名

事業所名 
（所在地)

事業の種類別
セグメントの

名称
設備の内容

投資予定額

資金調達方法 着手年月 完了予定年月
完成後の 
増加能力総額

（百万円）
既支払額 

（百万円）

提出
会社

本社 

（東京都

渋谷区）

アウトソー
シング事業

業務系シス
テム

1,062 498 自己資金 平成16年12月 平成20年９月 （注）1

松 山 カ ス
タ マ ー セ
ンター 
（愛 媛 県
松山市）

アウトソー
シング事業

コールセン
ター及び事
務スペース
新設

1,418 
（注）2 

 
40 自己資金 平成20年８月

平成24年３月 
（注）2

（注）3

合     計 2,480 538 － － － －

(2) 重要な設備の除却等



  

 
  

  

 
(注) １ 完全議決権株式であり、株主としての権利内容に制限のない、標準となる株式であります。 

２ 提出日現在の発行数には、平成20年６月１日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使（旧新

株引受権の権利行使を含む。以下同様）により発行された株式数は、含まれておりません。 

  

第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 700,000

計 700,000

② 【発行済株式】

種類
事業年度末現在 

発行数(株) 
(平成20年３月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成20年６月30日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 216,850 217,400
東京証券取引所 

市場第二部
(注)１

計 216,850 217,400 ― ―



  

提出会社に対して新株の発行を請求できる権利(旧商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権)に関

する事項は、次のとおりであります。 

  

 
(注) １ ① 新株引受権の割当を受けた者（以下「乙」という。）は、権利行使時においても、当社の取締役または

従業員であることを要する。 

② 乙が在任または在職中死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 

③ 乙は、甲指定の書面により新株引受権の全部または一部を放棄した場合には、権利を行使することがで

きない。 

④ 乙は、新株引受権の譲渡、担保権の設定等一切の処分を行うことができない。 

⑤ 権利行使に係る新株払込金が、年間1,200万円を超えないこと。 

⑥ 権利行使により取得した株式が、本契約書４条第１項により開設される野村證券株式会社(以下証券会

社という)の乙名義の株式保護預り口座に預託されること。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】

① 平成12年３月22日決議

事業年度末現在 
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 1,770（注）２ 1,620（注）２

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株につき  7,500 同左

新株予約権の行使期間
平成14年４月１日から 
平成22年３月21日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   7,500 
資本組入額  3,750

同左

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株引受権の譲渡、担保権の
設定等一切の処分を行うこと
ができない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

 



  

  

   
 (注)  ① 新株引受権の割当を受けた者（以下「乙」という。）は、権利行使時においても、当社の取締役または

従業員であることを要する。 

② 乙が在任または在職中死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 

③ 乙は、甲指定の書面により新株引受権の全部または一部を放棄した場合には、権利を行使することがで

きない。 

④ 乙は、新株引受権の譲渡、担保権の設定等一切の処分を行うことができない。 

⑤ 権利行使に係る新株払込金が、年間1,200万円を超えないこと。 

⑥ 権利行使により取得した株式が、本契約書４条第１項により開設される野村證券株式会社(以下証券会

社という)の乙名義の株式保護預り口座に預託されること。 

  

② 平成12年４月21日決議

事業年度末現在 
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 780 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株につき 7,500 同左

新株予約権の行使期間
平成14年４月25日から 
平成22年４月20日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   7,500 
資本組入額  3,750

同左

新株予約権の行使の条件 （注） 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株引受権の譲渡、担保権の
設定等一切の処分を行うこと
ができない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



  

  

 
(注) １ ① 新株引受権の割当を受けた者（以下「乙」という。）は、権利行使時においても、当社の取締役または

従業員であることを要する。 

② 乙が在任または在職中死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 

③ 乙は、甲指定の書面により新株引受権の全部または一部を放棄した場合には、権利を行使することがで

きない。 

④ 乙は、新株引受権の譲渡、担保権の設定等一切の処分を行うことができない。 

⑤ 権利行使に係る新株払込金が、年間1,200万円を超えないこと。 

⑥ 権利行使により取得した株式が、本契約書４条第１項により開設される野村證券株式会社(以下証券会

社という)の乙名義の株式保護預り口座に預託されること。 

２ 新株予約権の目的となる株式の数は、臨時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により

権利を喪失した者の新株予約権の目的となる株式の数を減じております。 

  

③ 平成13年３月14日決議

事業年度末現在 
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株)   160（注）２ 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株につき 27,179 同左

新株予約権の行使期間
平成15年４月１日から 
平成23年３月13日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   27,179 
資本組入額  13,590

同左

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株引受権の譲渡、担保権の
設定等一切の処分を行うこと
ができない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



  
提出会社に対して新株の発行を請求できる権利(平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の

規定に基づく新株予約権)に関する事項は、次のとおりであります。 

  

  

 
(注) １ ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社または、当社の子会社の取締役もしくは

従業員の地位にあることを要す。 

② 対象者の相続人は本新株予約権を行使できる。 

２ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、20株であります。 

  

① 平成15年６月26日決議

事業年度末現在 
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)   260（注）２ 240（注）２

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 5,200 4,800

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株につき 30,000 同左

新株予約権の行使期間
平成17年７月１日から 
平成25年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   30,000 
資本組入額  15,000

同左

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、
取締役会の承認を要するもの
とする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―



  

  

 
(注) １ ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の特別顧問の地位にあることを要す。 

② 対象者の相続人は本新株予約権を行使できる。 

２ 新株予約権１個につき目的となる株式数は、20株であります。 

  

    該当事項はありません。 

  

② 平成16年６月28日決議

事業年度末現在 
(平成20年３月31日)

提出日の前月末現在 
(平成20年５月31日)

新株予約権の数(個)  49（注）２ 同左

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数(株) 980 同左

新株予約権の行使時の払込金額(円) １株につき 35,000 同左

新株予約権の行使期間
平成18年７月１日から 
平成26年６月30日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   35,000 
資本組入額  17,500

同左

新株予約権の行使の条件 （注）１ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには、
取締役会の承認を要するもの
とする。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 
関する事項

― ―

(3) 【ライツプランの内容】



  

  

 
(注) １ 有償・第三者割当増資 

発行価格   １株につき600,000円 

資本組入額  １株につき300,000円 

第三者割当の主な割当先 

株式会社福利厚生課              100株 

２ 有償一般募集(ブックビルディング方式)による増加であります。 

発行価格       1,000,000円 

引受価額        940,000円 

発行価額        680,000円 

資本組入額       340,000円 

３ 新株予約権の行使（旧新株引受権の行使を含む。）による増加であります。 

４ 新株予約権の行使（旧新株引受権の行使を含む。）による増加であります。 

５ 平成17年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数を１株に

つき５株の割合をもって分割。 

６ 新株予約権の行使（旧新株引受権の行使を含む。）による増加であります。 

７ 公募増資 

発行価格        591,700円 

発行価額        558,150円 

資本組入額       279,075円 

８ 新株予約権の行使（旧新株引受権の行使を含む。）による増加であります。 

９ 平成18年３月31日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数を１株に

つき４株の割合をもって分割。 

10 新株予約権の行使（旧新株引受権の行使を含む。）による増加であります。 

11 新株予約権の行使（旧新株引受権の行使を含む。）による増加であります。 

12 平成20年４月１日から平成20年５月31日までの間に、新株予約権の行使（旧新株引受権の行使を含む。）に

より、発行済株式総数が550株、資本金が６百万円及び資本準備金が６百万円増加しております。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 

(株)

資本金増減額 
  

(百万円)

資本金残高 
  

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成15年９月６日
（注）１

100 8,850 30 703 30 383

平成16年９月17日
（注）２

1,000 9,850 340 1,043 600 983

平成16年９月18日～ 
平成17年３月31日

（注）３
345 10,195 33 1,076 33 1,016

平成17年４月1日～
平成17年５月19日
       （注）４

120 10,315 5 1,082 5 1,022

平成17年５月20日
（注）５

40,780 51,095 ― 1,082 ― 1,022

平成17年５月21日～ 
平成18年３月１日

（注）６
310 51,405 8 1,091 8 1,031

平成18年３月２日
     （注）７

1,000 52,405 279 1,370 279 1,310

平成18年３月３日～ 
平成18年３月31日

（注）８
400 52,805 6 1,376 6 1,316

平成18年４月１日
（注）９

158,415 211,220 ― 1,376 ― 1,316

平成18年４月１日～ 
平成19年３月31日

（注）10
3,060 214,280 25 1,402 25 1,342

平成19年４月１日～ 
平成20年３月31日

（注）11
2,570 216,850 19 1,421 19 1,361



  

平成20年３月31日現在 

 
 （注）上記「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。 

平成20年３月31日現在 

 
(注)１ 前事業年度末現在主要株主であった株式会社パソナは、当事業年度末では主要株主ではなくなり、株式会社 

(5) 【所有者別状況】

区分

株式の状況

単元未満株
式の状況 

(株)
政府及び 
地方公共 

団体
金融機関

金融商品 
取引業者

その他の 
法人

外国法人等
個人 

その他
計

個人以外 個人

株主数 
(人)

― 13 10 39 27 ― 5,052 5,141 ―

所有株式数 
(株)

― 27,240 240 117,801 30,846 ― 40,723 216,850 ―

所有株式数 
の割合(％)

― 12.56 0.11 54.33 14.22 ― 18.78 100.00 ―

(6) 【大株主の状況】

氏名又は名称 住所
所有株式
数(株)

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数 の 割 合
(％)

株式会社パソナグループ 東京都千代田区丸の内１丁目５－１ 114,582 52.84

日興シティ信託銀行株式会社（投信口）
東京都品川区東品川２丁目３－14 
シティグループセンター

9,850 4.54

ビーエヌピー パリバ セキュリティー
ズ サービス ロンドン／ジャスデック
／ユーケー レジィデンツ 
（常任代理人 香港上海銀行 東京支店
カストディ業務部）

55 MOORGATE LONDON EC2R 6PA UK 
（東京都中央区日本橋３丁目11－１）

8,600 3.97

白石徳生 東京都八王子市 7,260 3.35

日本トラスティ・サービス信託銀行株式
会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８－11 6,630 3.06

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11－３ 5,501 2.54

ザ チェース マンハッタン バンク 
エヌエイ ロンドン エス エル オム
ニバス アカウント 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行 兜町証券決済業務室）

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON  
EC2P 2HD,ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号）

5,121 2.36

ステート ストリート バンク アンド 
トラスト カンパニー 505217 
（常任代理人 株式会社みずほコーポレ
ート銀行 兜町証券決済業務室）

P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101  
U.S.A 
(東京都中央区日本橋兜町６番７号）

2,800 1.29

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 2,000 0.92

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２－１ 2,000 0.92

株式会社日立製作所 東京都千代田区丸の内１丁目６－６ 2,000 0.92

計 ― 166,344 76.71



  パソナグループが新たに主要株主となりました。 

２ 上記記載の信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は以下のとおりであります。 

日興シティ信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、9,850株であります。 

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、6,435株であり

ます。 

日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、5,501株でありま

す。  

３ 平成20年３月６日付でスパークス・アセット・マネジメント株式会社から大量保有に関する変更報告書の 

    提出があり、平成20年２月29日現在で16,305株を保有している旨報告を受けておりますが、当事業年度末 

   時点における当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮し 

   ておりません。 

平成20年１月16日付でシオズミアセットマネジメント株式会社から大量保有に関する変更報告書の提出が 

あり、平成20年１月15日現在で18,336株を保有している旨報告を受けておりますが、当事業年度末時点に 

おける当該法人名義の実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しており 

ません。  

なお、スパークス・アセット・マネジメント株式会社及びシオズミアセットマネジメント株式会社の変更 

報告書の内容は以下のとおりであります。 

 
(注) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、当事業年度末時点のものであります。 

氏名又は名称 住所
所有株式数 

（株） 

発行済株式
総数に対す
る所有株式
数の割合
（％）

スパークス・アセット・マ
ネジメント株式会社

東京都品川区大崎１丁目11番２号ゲートシティ大崎 16,305 7.52

シオズミアセットマネジメ
ント株式会社

東京都港区虎ノ門三丁目12-1 18,336 8.46



 

  

平成20年３月31日現在 

 
（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権200

個）含まれております。 

平成20年３月31日現在 

 
  

(7) 【議決権の状況】

①【発行済株式】

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 216,850 216,850
株主としての権利内容に制限のな
い、標準となる株式

単元未満株式 ― ― ―

発行済株式総数 216,850 ― ―

総株主の議決権 ― 216,850 ―

② 【自己株式等】

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―



旧商法第280条ノ19の規定に基づく特別決議による新株引受権の状況 

  

 
(注) 株式の分割および時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

  

 
(注) 株式の分割および時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

(8) 【ストックオプション制度の内容】

① 平成12年３月22日決議

 

決議年月日 平成12年３月22日

付与対象者の区分及び人数(名)
取締役１ 
従業員36

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 (注)

新株予約権の行使期間 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―

調整後発行価格＝調整前発行価格×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

② 平成12年４月21日決議

決議年月日 平成12年４月21日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 (注)

新株予約権の行使期間 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―

調整後発行価格＝調整前発行価格×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数



  

  

 
(注) 株式の分割および時価を下回る価格で新株を発行するときは、次の算式により発行価格を調整し、調整により生

ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
  

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく特別決議による新株予約権の状況 

  

 
(注) 新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く）

は、次の算式により払込む金額を調整するものとする（１円未満の端数は切上げる。） 

 
  

③ 平成13年３月14日決議

決議年月日 平成13年３月14日

付与対象者の区分及び人数(名)
取締役１ 
従業員35

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 (注)

新株予約権の行使期間 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―

調整後発行価格＝調整前発行価格×
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株当たり払込金

分割・新規発行前の株価

既発行株式数＋分割・新規発行による増加株式数

① 平成15年６月26日決議

決議年月日 平成15年６月26日

付与対象者の区分及び人数(名) 取締役１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 (注)

新株予約権の行使期間 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数



  

  

 
(注) 新株予約権発行日以降に当社が時価を下回る価格で新株を発行する場合（新株予約権の行使によるものは除く）

は、次の算式により払込む金額を調整するものとする（１円未満の端数は切上げる。） 

 
  

② 平成16年６月28日決議

決議年月日 平成16年６月28日

付与対象者の区分及び人数(名) 特別顧問１

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

株式の数(株) 同上

新株予約権の行使時の払込金額(円) 同上 (注)

新株予約権の行使期間 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の 
交付に関する事項

―

調整後払込金額＝調整前払込金額×
既発行株式数＋

新発行株式数×１株当たり払込金額

新株発行前の株価

既発行株式数＋新発行株式数



  

 

    該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

  

当社は、利益配分につきましては株主への還元が第一であり、具体的な指標として年間の純資産配当

率を２％以上とすることに加えて、単体配当性向30％程度を目処に運営を心がけ、継続的かつ安定的な

配当を行うことを基本方針としてまいります。 

 また、期末配当として年１回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、この剰余金の期末配

当の決定機関は、株主総会であります。 

 当事業年度の配当につきましては、上記の方針に基づき、１株当たり1,500円の配当としておりま

す。 

 内部留保金につきましては、経営基盤の充実を図りつつ、成長市場である福利厚生事業および新規事

業への設備投資に充当することで、今後の収益力の強化を図る所存であります。 

 当社は、会社法第454条第５項の規定に基づき「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日とし

て、中間配当を行うことができる」旨を定款で定めております。 

 なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。 

 
  

２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 該当事項はありません。

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

３ 【配当政策】

決議年月日 配当金の総額（百万円） １株当たり配当額（円）

平成20年６月27日 
定時株主総会決議

325 1,500



 

  

  

 
(注) １ 第10期の最高・最低株価は、平成16年12月12日以前は日本証券業協会におけるもので平成16年12月12日以前

は（ ）表示をしており、平成16年12月13日以降はジャスダック証券取引所におけるものであります。 

なお、当社株式は平成16年９月17日付で日本証券業協会に店頭登録されておりますので、それ以前について

は該当ありません。 

２ 弊社は、平成16年12月13日に日本証券業協会における登録を取消し、「株式会社ジャスダック証券取引所」

へ上場いたしました。 

３ 第10期※印は株式分割（平成17年２月９日開催の取締役会決議により、平成17年３月31日最終の株主に対

し、１株につき５株の割合をもって平成17年５月20日付で分割）による権利落後の株価であります。 

４ 第11期の最高・最低株価は、平成18年３月２日以前は株式会社ジャスダック証券取引所におけるもので平成

18年３月２日以前は（ ）表示をしており、平成18年３月３日以降は東京証券取引所市場第二部におけるもの

であります。 

５ 第11期□印は株式分割（平成18年２月１日開催の取締役会決議により、平成18年３月31日最終の株主に対

し、１株につき４株の割合をもって平成18年４月１日付で分割）による権利落後の株価であります。 

６ 弊社は、平成18年８月28日に株式会社ジャスダック証券取引所への上場廃止をいたしました。 

  

  

 
(注) 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

４ 【株価の推移】

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第９期 第10期 第11期 第12期 第13期

決算年月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 平成19年３月 平成20年３月

最高(円) ―
（2,000,000）

2,100,000
※435,000

（1,020,000）
679,000

□163,000
236,000 136,000

最低(円) ―
（1,170,000）

1,250,000
※359,000

（304,000）
615,000

□150,000
92,700 83,200

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成19年10月 11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月

最高(円) 113,000 136,000 132,000 132,000 130,000 115,000

最低(円) 92,000 95,300 112,000 98,000 109,000 84,600



  

  

５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 

(株)

代表取締役 
社長

― 白 石 徳 生 昭和42年１月23日生

平成７年６月 株式会社パソナソフトバンク 

(現株式会社フジスタッフ) 

セールスマネージャー

(注)３ 7,260

平成８年３月 当社設立取締役

平成12年６月 当社代表取締役社長(現任)

平成14年９月 日本社宅サービス株式会社取締役 

（現任）

平成18年２月 株式会社ベネフィットワン・パ－

トナーズ代表取締役社長(現任)

常務取締役 サービス部長 太 田   努 昭和43年２月19日生

平成５年１月 株式会社パソナジャパン（現株式

会社フジスタッフ） 

セールスマネージャー

(注)３ 100
平成８年３月 当社入社セールスマネージャー

平成12年６月 当社取締役営業部長

平成19年４月

平成20年４月

当社取締役サービス開発部長

当社常務取締役サービス部長（現

任）

常務取締役
経営管理部長 

管理担当
小 山 茂 和 昭和31年８月20日生

平成14年12月 株式会社新生銀行営業第九部長

(注)３ ─

平成16年10月 当社入社執行役員経営企画室長管

理担当

平成17年４月 当社執行役員経営管理部長管理担

当

平成17年６月

平成20年４月

当社取締役経営管理部長管理担当

当社常務取締役経営管理部長管理

担当（現任）

取締役 営業部長 寺 澤 雄 太 昭和43年４月27日生

平成９年４月 株式会社小田急百貨店紳士服用品

課主任

(注)３ ─

平成10年10月 当社入社セールスリーダー

平成12年２月 当社セールスマネージャー

平成12年４月 当社西日本事業部長

平成12年７月 当社執行役員西日本事業部長

平成17年６月 当社取締役西日本事業部長

平成19年４月 当社取締役営業部長(現任）

取締役
金融事業部長
兼ヘルスケア

事業部長
宮 川 洋 一 昭和43年10月21日生

平成６年６月 株式会社パソナパーソネル（現株

式会社フジスタッフ） 

セールスリーダー

(注)３ 1,000

平成９年２月 当社入社セールスリーダー

平成10年２月 当社セールスマネージャー

平成12年７月 当社執行役員営業企画業務部長

平成14年４月 当社執行役員カフェテリアプラン

事業部長

平成17年７月 当社執行役員カスタマーセンター

部長

平成18年６月 当社取締役カスタマーセンター部

長

平成19年４月

平成20年２月

当社取締役金融事業部長

当社取締役金融事業部長兼ヘルス

ケア事業部長(現任)

取締役 ― 南 部 靖 之 昭和27年１月５日生

平成12年６月 株式会社パソナ(旧株式会社パソ

ナサンライズ)代表取締役グルー

プ代表 

当社代表取締役会長

(注)３ ─
平成13年６月 当社取締役会長

平成13年８月 当社取締役(現任)

平成16年８月

平成19年12月

株式会社パソナ(旧株式会社パソ

ナサンライズ)代表取締役(現任)

株式会社パソナグループ代表取締

役グループ代表(現任)

取締役 ― 南 部 惠 治 昭和24年11月21日生

平成８年４月 株式会社パソナソフトバンク 

(現株式会社フジスタッフ)代表取

締役会長
(注)３ ─平成13年８月 当社代表取締役会長

平成17年４月 株式会社NARP代表取締役社長

平成17年６月 当社取締役（現任）



 
(注) １ 取締役相原宏徳は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

２ 常勤監査役富山正一、常勤監査役青木克彦、監査役鈴木康之及び監査役川崎悦道は、会社法第２条  

第16号に定める社外監査役であります。 

３ 平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から１年間 

４ 平成17年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間 

５ 平成18年６月29日開催の定時株主総会の終結の日から４年間 

６ 平成19年６月28日開催の定時株主総会の終結の日から４年間 

７ 平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結の日から４年間 

８ 取締役南部靖之は取締役南部惠治の実弟であります。 

９ 当社では、意思決定・監督と執行との分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しておりま

す。執行役員は１名で西日本事業部長瀧田好久であります。 

  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数 

(株)

取締役 ― 上 田 宗 央 昭和23年１月１日生

平成８年３月 当社代表取締役社長

(注)３ ─

平成12年６月 株式会社パソナ(旧株式会社パソ

ナサンライズ)代表取締役社長

当社取締役(現任)

平成16年10月 株式会社プロフェッショナルバン

ク代表取締役社長

平成19年４月 同社代表取締役会長(現任)

取締役 ― 相 原 宏 徳 昭和13年６月17日生

平成15年４月 三菱商事株式会社取締役副社長執

行役員

(注)３ 680

平成15年６月 宇宙通信株式会社取締役会長

平成15年８月 株式会社パソナ取締役

平成17年７月 ＴＴＩ・エルビュー株式会社（旧

トランスキュー・テクノロジーズ

株式会社）取締役会長（現任）

平成18年６月 当社取締役(現任)

平成19年12月 株式会社パソナグループ取締役

(現任)

常勤監査役 ― 富 山 正 一 昭和12年７月21日生

平成12年６月 安田火災海上保険株式会社（現株

式会社損害保険ジャパン）監査役

(注)４ ─平成15年６月 中間法人ディレクトフォース

Coordinator(後Search Director)

平成17年６月 当社常勤監査役（現任）

常勤監査役 ― 青 木 克 彦 昭和20年２月７日生

平成10年４月 パートナーズ投信株式会社（旧山

一證券投資信託委託株式会社、現

三菱ＵＦＪ投信株式会社）常務取

締役

(注)６ ─
平成12年６月 株式会社パソナ(旧株式会社パソナサ

ンライズ)入社

平成12年８月 同社監査役

平成19年６月 当社監査役

平成19年８月 当社常勤監査役（現任）

監査役 ― 鈴 木 康 之 昭和46年７月14日生

平成14年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 

堀 裕 法律事務所勤務(現任) (注)７ ─
平成15年６月 当社監査役(現任)

監査役 ― 川 崎 悦 道 昭和28年１月８日生

平成17年８月 株式会社パソナ取締役執行役員経

営企画室長

(注)５ ─

平成17年９月 同社取締役常務執行役員経営企画

室長 IR室担当

平成18年６月 同社取締役常務執行役員 経営企

画室及びIR室担当

当社監査役（現任）

平成18年７月

平成19年12月

株式会社パソナ取締役常務執行役

員IR室・財務部・経理部・総務部

担当

株式会社パソナグループ取締役専

務執行役員(現任)

計 9,040



  

（コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方） 

企業価値の継続的な増大をめざして、効率が高く、健全で透明性の高い経営が実現できるよう、

経営体制及び内部統制システムを整備し、必要な施策を実施していくことが、当社のコーポレー

ト・ガバナンスに関する取り組みの基本的な考え方であり、経営上の最も重要な課題のひとつと位

置づけております。 

  

 （コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況） 

(1) 会社の経営上の意思決定、執行および監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン

ス体制の状況 

①会社の機関の内容 

・取締役会の構成は、常勤取締役５名、非常勤取締役４名（内、社外取締役１名）の計９名で

あります。取締役会は、意思決定の機動性と監督機能の強化を重視して、監査役４名出席の

もとに月１回の定例取締役会のほか、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しておりま

す。法令・定款で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の業

務の執行状況を監督しております。 

・会社の業務執行に関する重要事項を審議する機関として経営会議を設置しております。経営

会議は、社長・常勤取締役を主要メンバーとし毎週開催されております。 

・監査役は、経営監視機能に重点を置き社外監査役４名とし、その内２名が常勤監査役であり

ます。監査役は、取締役会・経営会議等重要な会議に出席することにより、取締役の意思決

定・職務の執行状況を監視し、必要に応じて意見を述べることで職務を執行しております。 

・当社は社長直轄の内部監査室を設置し、他部署から完全に独立した立場で、社内業務監査を

実施し、社長並びに監査役、監査役会に対し内部統制の状況および改善策について直接報告

する体制を構築しております。 

  

②内部統制システム等の整備の状況と取り組み方針 

当社の内部統制システムの整備の状況と基本方針は以下の通りであります。 
  

 
  

６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】

項目 整備状況と取り組み方針

取締役会決議 健全な企業経営を目指す上で、内部統制システムの整備・向上とそ
の運営の有効性確保が肝要であることを認識し、当社の事業の特性
およびそれに起因するリスクを考慮しつつ、効率的で適法な経営活
動を推進する。現在の整備状況と当面の取組方針は以下のとおりで
ある。

１.取締役の職務の執行に係る
情報の保存及び管理に関す
る体制

取締役会、その他の会議の議事録および稟議書類等の重要書類は
記録され、文書管理規程に従い永久若しくは10年間保管している。



   

項目 整備状況と取り組み方針

２.損失の危険の管理に関する
規程その他の体制

(1)  当社は、業務執行に関するリスクとして、以下を認識し、その
把握と管理に努める。

① 財務報告関連リスク（財務報告の正確性・信頼性に関わるリ
スク）

② 収益の季節変動リスク
③ ＩＴリスク（会計システム、業務システム等の安定的稼動に

関わるリスク）
④ 機密情報漏洩リスク（経営情報、個人情報の漏洩リスク）
⑤ コンテンジェンシーリスク（大地震その他の災害・事故発生

のリスク）
⑥ 個別業務のコンプライアンスリスク（会員向けサービスのコ

ンプライアンスリスク）
(2)  各リスクに対する具体的な対応方針は、以下の通り。
① 財務報告関連リスク
  金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため文

書の整備と体制の構築を推進しており、今後一層の高度化を
推進する。また、平成20年４月に内部統制室を新設し、この
体制のモニタリングを実施している。

② 収益の季節変動リスク
  社長、常勤取締役を主要メンバーとする経営会議（毎週開

催）に、各部署がリスク・収益の状況を報告している。その
うち重要なものについては取締役会に報告を行う。

③ ＩＴリスク
  システムの統合管理及び適正な財務報告の確保のために、平

成20年４月に「情報システム基本規程」及び「ＩＴ統制規
程」を制定した。今後これを適切に運用することで、システ
ムリスクの管理を行う。

④ 機密情報漏洩リスク
  機密情報のうち最重要事項である個人情報については、個人

情報保護委員会の月次開催により、常時、管理上の問題の発
見と是正に努めている。 
また、プライバシーマークの更新を通じてレベルアップを行
う。

⑤ コンテンジェンシーリスク
  大震災等自然災害、事故やレプテーションリスクも網羅した

「コンテンジェンシープラン」および震災時の「緊急時対策
要領」に基づき運営している。

⑥ 個別業務のコンプライアンスリスク
  昨年度、「業務検討委員会」を設置し、現行の個々の会員向

けサービスメニューにつき法令等遵守の観点から総点検を実
施した。また、新規サービスにつき関連法令への適合性につ
いて事前に個別審議を行っている。

(3) リスク管理を含め組織内運営の有効性を担保するため内部監査
が重要であるが、社長直轄の専任者による内部監査が定着して
いる。また、法務専任者による個別契約書の事前チェックによ
り、不測の損失・トラブルの防止に努めている。

３.取締役の職務の執行が効率
的に行われることを確保す
るための体制

(1)  当社取締役会は、常勤５名、非常勤４名と比較的少数で運営し
ており、定例の取締役会の他、臨時取締役会も柔軟に開催し、
経営上の課題を適時適切に審議・決議する体制が確立してい
る。

(2)  業務計画が取締役会に付議され、各部署に計画目標として付与
される。部長（取締役兼務、執行役員を含む）等各部署の責任
者は、組織規程、職務権限及び業務分掌規程、稟議規程に則し
て、効率的且つ公正な職務執行に心掛け、その進捗状況につい
ては、経営会議で報告、協議をされており、主要な部分につい
ては、取締役会に報告が行われ、全社的な職務執行の効率性を
確保している。

４.使用人の職務の執行が法令
及び定款に適合することを
確保するための体制

(1) 当社業務運営を適法に保つため、コンプライアンス委員会およ
び法務・コンプライアンス統轄室を設置している。 
同委員会を中心に、法令、定款を遵守すべく、コンプライアン
ス関連の重要事項の審議、社内の啓蒙・教育を含め実効性を確
保するための施策を実施する。



 
  
 

(2) 役職員の具体的行動指針「コンプライアンス・マニュアル」に
基づき、研修等の実施、法令遵守の意識向上を図る。

(3) 組織が適切に運営されていることを担保するため、社長直轄の
内部監査室が内部監査規程に基づき監査を実施する。

(4) コンプライアンス上の問題解決のため、社内通報システムを設
置している。



 
  

項目 整備状況と取り組み方針

５.当社ならびにその親会社お
よび子会社から成る企業集
団における業務の適正を確
保するための体制

昨年度、社長室を新設し、関係会社の管理を行い、適切な業
務運営を推進している。 
また、当社内部監査室により関係会社の内部監査に当ってお
り、監査の際に関係会社におけるコンプライアンス管理、リス
ク管理についての指導を行う。 

６.監査役がその職務を補助す
べき使用人を置くことを求
めた場合における当該使用
人に関する事項

昨年度、常勤監査役を1名から２名に増員した。また、監査役
は内部監査室との連携で監査を行っており、この体制で現状効
果的な監査が行われている。 
監査役職務を補助すべき使用人に関する事項について、監査役
会の要請があった場合には、専任の使用人を配置するものと
し、配置する場合は、人数等配置の具体的内容に関して監査役
会の意見を十分考慮する。 

７.前号の使用人の取締役から
の独立性に関する事項

内部監査室の使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては
監査役会の事前の同意を得るものとする。

８.取締役および使用人が監査
役に報告するための体制そ
の他の監査役への報告に関
する体制

内部監査室長が監査役会で定期報告するなど密接な連携関係
にあり、会計監査人とも定期的に協議を行っており、効率的か
つ有効な職務執行が確保されている。 
 取締役および役職員は、他の取締役の法令定款違反を発見し
た場合は直ちに監査役または取締役会に報告する。 
 今後は、監査役会と社長、監査役会と他の取締役との協議の
頻度を向上させ、監査役への必要な経営情報および営業情報の
提供を行う体制を確立する。

９.その他監査役の監査が実効
的に行われることを確保す
るための体制

監査役会規程の他、監査役監査基準があり、具体的な業務基
準が明示され、これに基づき実効性のある監査が行われてい
る。



  
  

当社は金融商品取引法に基づく会計監査契約を監査法人トーマツと締結しております。当事業

年度において業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は次のとおりであ

ります。 

 
（注）継続監査年数については、全員７年以内であるため、記載を省略しております。 

公認会計士 ２名、会計士補等 ３名、その他 ３名 

  

平成20年３月31日現在、当社の社外取締役である相原宏徳は、ＴＴＩ・エルビュー株式会社の

取締役会長であります。同社と当社グループとの間には、取引関係はありません。 

 監査役４名はすべて社外監査役ですが、当社との間で直接利害関係のある資本関係および取

引関係はありません。 

  

  (4) 責任限定契約の内容の概要 

   平成20年３月31日現在、当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第427条第１項の規定

に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に

基づく損害賠償責任の限定額は、社外取締役相原宏徳は360万円または法令が定める額のいずれ

か高い額、社外監査役富山正一、青木克彦、川崎悦道、鈴木康之は360万円または法令が定める

額のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役ま

たは社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限ら

れます。 

  

    (5) 取締役の定数 

   当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。 

  

当事業年度における当社の取締役および監査役に対する役員報酬は以下のとおりであります。 

取締役８名 67百万円 

監査役４名  14百万円 

（注）１  上記のほか使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与を含む。）を４名に36百万

円支給しております。 

２ 平成20年３月31日現在の人員は、取締役９名、監査役４名であります。平成19年４

月から平成20年３月までの支給人員と相違しているのは、無報酬の非常勤取締役１

名および無報酬の非常勤監査役１名が在籍しているためと平成19年６月28日で退任

した監査役山田勝久の報酬を含んでいるためであります。 

  

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬  18百万円 

上記以外の業務に基づく報酬              ３百万円 

（注）なお、公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬以外の報酬は、内部統制構築に関す

る指導助言業務に対するものであります。 

  

(2) 会計監査の状況

①業務を執行した公認会計士の氏名

指定社員 業務執行社員： 井上 隆司

片岡 久依

②監査業務等に係る補助者の構成

(3) 当社と社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

(6) 役員報酬等の内容

(7) 監査報酬の内容

(8) コーポレート・ガバナンス充実に向けた取り組みの最近１年間における主な実施状況



     ①常勤監査役の増員       

４名の監査役のうち、常勤監査役を１名から２名に増員しました。 

  ②社長室の新設     

社長特命事項及び子会社・関係会社の指導・管理を行なう組織を新設しました。 

  ③内部統制室の新設 

   金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するためのシステム構築及びモニタ 

    リング業務に専念する組織を新設しました。 

  ④業務検討委員会の設置 

   業務の適法性を確保するために、個々のサービスについて、関連業法等への適合性を 

    審議・検証する委員会を設置し、毎月定期的に開催しております。 

  ⑤コンプライアンス・マニュアルの制定 

   役職員のコンプライアンス実践のための基本方針と行動指針を一体化したマニュアル 

    を作成して社員に配布し、社内研修等で使用しております。 

  ⑥ＩＴシステム管理に関する規程の新設 

    ＩＴシステムの統合管理及び適正な財務報告の確保のために、情報システム基本規程 

    およびＩＴ統制規程を制定・実施しました。 

  

     ①取締役の選任決議要件       

当社は、株主総会での取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決

権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めて

おります。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。 

     ②取締役の責任免除       

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であっ

た者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ

とができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分

に発揮できるようにするものであります。 

     ③監査役の責任免除       

当社は、会社法第426条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であっ

た者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除するこ

とができる旨を定款に定めております。これは、職務の遂行にあたって期待される役割を十分

に発揮できるようにするものであります。     

     ④自己株式取得の決定機関       

当社は、経営環境等の変化に速やかに対応するため、会社法第165条第２項の規定により、取

締役会の決議によって、市場取引等による自己株式の取得を行うことができる旨を定款に定め

ております。 

     ⑤株主総会の特別決議要件      

当社は、会社法第309条第２項の規定により、株主総会の特別決議要件について、議決権を行

使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の

２以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における定足数を緩和する

(9) その他当社定款規程について



 

ことにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。     

     ⑥剰余金の配当等の決定機関      

当社は、会社法第454条第５項の規定により、「取締役会の決議によって毎年９月30日を基準

日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めております。これは、株主への機動

的な利益還元を行うためであります。 



 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前連結会計年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の連結財務諸表

規則に基づき、当連結会計年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の連結財

務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

 なお、前事業年度（平成18年４月１日から平成19年３月31日まで）は、改正前の財務諸表等規則に

基づき、当事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）は、改正後の財務諸表等規則に

基づいて作成しております。 

  

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成18年４月１日から平成19年３月

31日まで)の連結財務諸表及び前事業年度(平成18年４月１日から平成19年３月31日まで)の財務諸表につ

いては、みすず監査法人により監査を受け、また金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当

連結会計年度(平成19年４月１日から平成20年３月31日まで)の連結財務諸表及び当事業年度(平成19年４

月１日から平成20年３月31日まで)の財務諸表については、監査法人トーマツにより監査を受けておりま

す。 

 なお、当社の監査人は次のとおり交代しております。 

 前連結会計年度及び前事業年度 みすず監査法人 

 当連結会計年度及び当事業年度 監査法人トーマツ 

  

  

第５ 【経理の状況】

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について



  

 
  

１ 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

前連結会計年度 
（平成19年３月31日）

当連結会計年度 
（平成20年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,416 3,572

 ２ 受取手形及び売掛金 1,267 2,121

 ３ 有価証券 200 201

 ４ たな卸資産 220 410

 ５ 繰延税金資産 44 56

 ６ 前払費用 626 369

 ７ その他 164 172

   貸倒引当金 △7 △15

  流動資産合計 4,933 59.2 6,888 65.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1)建物及び構築物 ※２ 152 380

    減価償却累計額 △23 128 △39 341

  (2)土地 139 231

    (3)建設仮勘定 209 44

  (4)その他 ※２ 435 477

    減価償却累計額 △180 254 △270 207

  有形固定資産合計 732 8.8 824 7.9

 ２ 無形固定資産

  (1)のれん 330 247

  (2)ソフトウェア ※２ 910 1,167

  (3)その他 6 7

  無形固定資産合計 1,247 15.0 1,422 13.6

 ３ 投資その他の資産

  (1)投資有価証券 ※１ 482 215

  (2)繰延税金資産 － 110

  (3)その他 939 991

  (4)貸倒引当金 － △3

   投資その他の資産合計 1,421 17.0 1,313 12.6

  固定資産合計 3,402 40.8 3,561 34.1

  資産合計 8,335 100.0 10,450 100.0



 

  

 
  

 
前連結会計年度 

（平成19年３月31日）
当連結会計年度 

（平成20年３月31日）

区分
注記 
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び買掛金 1,387 1,774

  ２ 短期借入金 8 －

 ３ 一年内返済予定 
   長期借入金

－ 2

 ４ 未払法人税等 446 582

 ５ 未払金 459 593

 ６ 預り金 － 939

 ７ その他 780 508

  流動負債合計 3,083 37.0 4,400 42.1

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 9 7

 ２ 繰延税金負債 54 －

 ３ ポイント引当金 － 31

 ４ その他 14 10

  固定負債合計 78 0.9 48 0.5

  負債合計 3,161 37.9 4,449 42.6

（純資産の部）

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,402 16.8 1,421 13.6

 ２ 資本剰余金 1,342 16.1 1,361 13.0

 ３ 利益剰余金 2,312 27.8 3,237 31.0

  株主資本合計 5,056 60.7 6,019 57.6

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

117 1.4 △19 △0.2

  評価・換算差額等合計 117 1.4 △19 △0.2

Ⅲ 少数株主持分 － － 0 0.0

  純資産合計 5,174 62.1 6,000 57.4

  負債純資産合計 8,335 100.0 10,450 100.0



 

 
  

② 【連結損益計算書】

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額（百万円）
百分比 
（％）

金額（百万円）
百分比 
（％）

Ⅰ 売上高 10,226 100.0 13,735 100.0

Ⅱ 売上原価 6,209 60.7 8,099 59.0

   売上総利益 4,017 39.3 5,636 41.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※１ 
※２

2,746 26.9 3,687 26.8

   営業利益 1,271 12.4 1,948 14.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 補助金収入 56 82

 ２ その他 5 61 0.6 9 92 0.7

Ⅴ 営業外費用

 １ コミットメントライン 
   手数料

10 11

 ２ 持分法による投資損失 46 41

 ３ その他 6 62 0.6 2 56 0.4

   経常利益 1,270 12.4 1,985 14.5

Ⅵ 特別利益

 １ 持分変動利益 10 －

 ２ 設備補助金収入 － 10 0.1 35 35 0.2

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券評価損 31 24

 ２ 会員権評価損 8 70

 ３ 固定資産除却損 ※３ 2 3

 ４ 固定資産圧縮損 ※４ － 41 0.4 35 134 1.0

   税金等調整前当期純利益 1,239 12.1 1,886 13.7

   法人税、住民税及び 
   事業税

604 893

   法人税等調整額 △41 563 5.5 △82 811 5.9

   少数株主損失 8 0.1 0 0.0

   当期純利益 685 6.7 1,075 7.8



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

 
  

③ 【連結株主資本等変動計算書】

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日残高(百万円) 1,376 1,316 1,742 4,435

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 25 25 51

 利益処分による剰余金の配当 △105 △105

 利益処分による役員賞与 △10 △10

 当期純利益 685 685

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

25 25 569 621

平成19年３月31日残高(百万円) 1,402 1,342 2,312 5,056

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 174 174 1 4,611

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 51

 利益処分による剰余金の配当 △105

 利益処分による役員賞与 △10

 当期純利益 685

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△56 △56 △1 △57

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△56 △56 △1 563

平成19年３月31日残高(百万円) 117 117 ― 5,174



 

  
当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日残高(百万円) 1,402 1,342 2,312 5,056

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 19 19 38

 剰余金の配当 △149 △149

 当期純利益 1,075 1,075

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

19 19 925 963

平成20年３月31日残高(百万円) 1,421 1,361 3,237 6,019

評価・換算差額等

少数株主 
持分

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 117 117 ― 5,174

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 38

 剰余金の配当 △149

 当期純利益 1,075

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△137 △137 0 △137

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円)

△137 △137 0 826

平成20年３月31日残高(百万円) △19 △19 0 6,000



  

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前当期純利益 1,239 1,886

   減価償却費 209 274

   のれん償却額 44 83

   ポイント引当金の増減額（減少：△） ― 17

   補助金収入 ― △82

   持分変動利益 △10 ―

   設備補助金収入 ― △35

   持分法による投資損失 46 41

    投資有価証券評価損 31 24

   会員権評価損 8 70

   固定資産除却損 2 3

   固定資産圧縮損 ― 35

   受取利息及び受取配当金 △3 △8

      支払利息 0 0

   売上債権の増減額（増加：△） △397 △854

   たな卸資産の増減額（増加：△） 10 △189

   前払費用の増減額（増加：△） △244 256

   仕入債務の増減額（減少：△） 386 386

   未払金の増減額（減少：△） 123 98

   預り金の増減額（減少：△） ― 678

   役員賞与の支払額 △10 ―

   その他 319 49

小計 1,755 2,737

   利息及び配当金の受取額 3 8

   利息の支払額 △0 △0

   補助金の受取額 ― 110

   法人税等の支払額 △352 △759

  営業活動によるキャッシュ・フロー 1,406 2,095

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   有形固定資産の取得による支出 △377 △244

   有形固定資産の売却による収入 ― 2

   無形固定資産の取得による支出 △228 △413

   投資有価証券の取得による支出 △223 ―

      関係会社株式の取得による支出 △34 △30

   連結範囲の変更を伴う子会社株式取得 
   による支出

※２ △44 ―

      貸付けによる支出 △16 △4

   貸付金の回収による収入 42 1

   事業譲受けによる支出 ※３ △312 △2

   その他 △52 △128

  投資活動によるキャッシュ・フロー △1,247 △818



 
  

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の返済による支出 ― △6

   株式の発行による収入 46 37

   少数株主への株式の発行による収入 ― 0

   配当金の支払額 △105 △149

   その他 △1 △2

  財務活動によるキャッシュ・フロー △59 △119

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 100 1,157

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,517 2,617

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 2,617 3,774



  

 
  
 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 １ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数    ３社（新規１社、除外０社）

連結子会社の名称

・株式会社ベネフィットワン・パートナーズ

・株式会社スピークライン
・株式会社グローバルヘルスケア

なお、非連結子会社はありません。 

 （新規） 

 株式の追加取得による持分法適用関連会社からの移 
 行によるもの 

 株式会社グローバルヘルスケア 

 

連結子会社の数    ３社

連結子会社の名称

・株式会社ベネフィットワン・パートナーズ

・株式会社スピークライン
・株式会社グローバルヘルスケア

なお、非連結子会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 ２ 持分法の適用に関する事項

持分法適用の会社数 ２社（新規１社、除外１社） 

関連会社名 

・株式会社ＮＡＲＰ 
・エグゼキューブ株式会社 

全ての関連会社に持分法を適用しております。 

（新規） 

 株式の取得による持分法の新規適用 
  エグゼキューブ株式会社

持分法適用の会社数 ２社 

関連会社名 

・株式会社ＮＡＲＰ 
・エグゼキューブ株式会社 

全ての関連会社に持分法を適用しております。

（除外） 

 株式の追加取得による連結子会社への移行によるも 

 の 
  株式会社グローバルヘルスケア 

 

 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 ３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。 

 

 同左  

  

 

４ 会計処理基準に関する事項 
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

４ 会計処理基準に関する事項 
 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの
   連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法により算定）によってお

ります。

① 有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの
   同左

   

  時価のないもの

   移動平均法による原価法によっております。

  時価のないもの

   同左

② たな卸資産

 商品
  移動平均法による原価法によっております。

 貯蔵品

  最終仕入原価法によっております。 

 

② たな卸資産

 商品
  同左

 貯蔵品

  同左



  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

  定率法によっております。
  但し、平成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）は定額法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

   建物      15～30年
   機械装置      16年

   船舶        ５年

   車両運搬具     ６年

   工具器具備品  ３～15年

① 有形固定資産

  定率法によっております。
  但し、平成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備を除く）は定額法によっております。

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

   建物      11～39年
   構築物     15～40年

   機械装置      16年

   船舶        ５年

   車両運搬具     ６年
   工具器具備品  ２～15年

  

（会計方針の変更）

  当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、
当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基

づく減価償却の方法に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前
当期純利益は、それぞれ３百万円減少しておりま

す。

（追加情報）

  当社及び連結子会社は、法人税法改正に伴い、平
成19年３月31日以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の方法の適用によ

り取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結

会計年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額と
の差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。
② 無形固定資産

  定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりとなります。 

 自社利用のソフトウェア    ５年

② 無形固定資産

  定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりとなります。 

 自社利用のソフトウェア ３年～５年
  

③ 長期前払費用

  定額法によっております。

③ 長期前払費用

  同左
 (3) 重要な引当金の計上基準  (3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権
については貸倒実績率によっており、貸倒懸念債権

及び破産更生債権等については個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しております。 

 
──────

         
  

 

  

 
 

① 貸倒引当金 

  同左 
  

  

  

 
② ポイント引当金

 将来の「ベネフィット・バリューポイント」の使用

による費用発生に備えるため、当連結会計年度末に

おいて将来利用されると見込まれるポイントに対
し、見積額を計上しております。 

 なお、前連結会計年度末に固定負債のその他とし

て、14百万円計上しております。 

 (4) 重要なリース取引の処理方法  (4) 重要なリース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。 

 

 同左 

  

  
  

 



 
  

  

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
  至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成20年３月31日)

 (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項  (5) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ
っております。

消費税等の会計処理 

 同左 
  

 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 ５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価

評価法によっております。 

 

 同左 

  

 

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項 ６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

 のれんおよび負ののれんの償却については、４年間

または５年間の定額法により償却しております。 

 ただし、金額が少額の場合は、発生年度で全額償却
しております。 

 

 のれんおよび負ののれんの償却については、３年間

または５年間の定額法により償却しております。 

 ただし、金額が少額の場合は、発生年度で全額償却
しております。 

 

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日又は償還日の到来する流動性の高い、容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない短期的な投資を範囲としております。

 同左



  

 
  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

 前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 

  至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等)  

 当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表  

示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年

12月９日 企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号)を適用しております。  

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,174百万円であります。  

 連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度に

おける連結貸借対照表の純資産の部は、改正後の連結

財務諸表規則により作成しております。 

 

──────  

  

    

   

   

    

   

   

   

   

    

  

    

(企業結合に係る会計基準等)  

 当連結会計年度から「企業結合に係る会計基準」(企

業会計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

27日 企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計

基準委員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基

準適用指針第10号)を適用しております。  

 連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表の表示

に関する変更は以下のとおりであります。 

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

（連結貸借対照表）  

 「営業権」および「連結調整勘定」は、当連結会

計年度から「のれん」として表示しております。

 

  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

 「連結調整勘定償却額」は、当連結会計年度から

「のれん償却額」として表示しております。 

 

  

  

 

 

(役員賞与に関する会計基準)  

 当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17

年11月29日）を適用しております。  

 これにより、営業利益、経常利益、税金等調整前当

期純利益は、それぞれ15百万円減少しております。

 

  

 

  

 

 



  

   

 
  

表示方法の変更

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

（連結貸借対照表関係）

 前連結会計年度において無形固定資産の「その他」

に含めて表示しておりました「のれん」（前連結会計

年度末59百万円）については、資産の総額の100分の１

を超えたため、当連結会計年度より区分掲記しており

ます。  

  

  

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました投資そ

の他の資産の「長期性預金」（当連結会計年度末400百

万円）は、資産の総額の100分の５以下となったため、

当連結会計年度より、投資その他の資産の「その他」

に含めて表示しております。 

  

（連結貸借対照表関係）

 前連結会計年度において投資その他の資産の「その

他」に含めて表示しておりました「繰延税金資産」

（前連結会計年度末０百万円)については、資産の総額

の100分の１を超えたため、当連結会計年度より区分掲

記しております。 

  

  

 前連結会計年度において流動負債の「その他」に含

めて表示しておりました「預り金」（前連結会計年度

末261百万円）については、負債及び純資産の合計額の

100分の５を超えたため、当連結会計年度より区分掲記

しております。 

 

（連結損益計算書関係） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「受取

利息」（当連結会計年度２百万円）、「受取配当金」

（当連結会計年度０百万円）、「受取手数料」（当連

結会計年度０百万円）は、営業外収益総額の100分の10

以下となったため、当連結会計年度より、営業外収益

の「その他」に含めて表示しております。

（連結損益計算書関係） 

         ────── 

  

 

  

 

 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「新株

発行費」（当連結会計年度は株式交付費として４百万

円）は、営業外費用総額の100分の10以下となったた

め、当連結会計年度より、営業外費用の「その他」に

含めて表示しております。 

  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

────── 

  

 

  

 

 

  

  

  

   

  

  

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めて表示しておりました

「預り金の増減額」（前連結会計年度131百万円）につ

いては、金額的重要性が増したため、当連結会計年度

より区分掲記しております。 

 

注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
（平成19年３月31日）

当連結会計年度 
（平成20年３月31日）

 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 36百万円

※２        ──────

 

※１ 関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 25百万円

※２ 国庫補助金等の受入れにより取得価額より控除し

た固定資産の圧縮記帳累計額は35百万円であり、

その内訳は建物0百万円、工具器具備品33百万

円、ソフトウェア0百万円であります。 

 



  

 
  

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 799百万円

荷造運賃 459百万円

支払地代家賃 131百万円

業務委託費 107百万円

消耗品費 106百万円

貸倒引当金繰入額 6百万円
 
※２         ──────

 

※１ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 986百万円

荷造運賃 562百万円

支払地代家賃 153百万円

業務委託費 201百万円

消耗品費 245百万円

貸倒引当金繰入額 18百万円
 
※２ 研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 

                 32百万円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2百万円

工具器具備品 0百万円

  計 2百万円

※４         ──────

 

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 2百万円

工具器具備品 0百万円

会員権 0百万円

  計 3百万円

 ※４ 国庫補助金等により取得した資産の取得価額から

直接減額した価額の内訳は次のとおりでありま

す。

建物 0百万円

工具器具備品 33百万円

ソフトウェア 0百万円

  合計 35百万円



  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

      株式分割による増加       158,415株 

      新株予約権の行使による増加    3,060株 

  

２ 自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

      新株予約権の行使による増加    2,570株 

  
２ 自己株式に関する事項 

    該当事項はありません。 

３ 新株予約権等に関する事項 

    該当事項はありません。 

４ 配当に関する事項 

 (1) 配当金支払額 

 
  
(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 52,805 161,475 － 214,280

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額 
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 105 2,000 平成18年３月31日 平成18年６月30日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額 
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 149 700 平成19年３月31日 平成19年６月29日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 214,280 2,570 － 216,850

決議 株式の種類
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額 
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 149 700 平成19年３月31日 平成19年６月29日

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額 
（百万円）

１株当たり配当額 
（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 325 1,500 平成20年３月31日 平成20年６月30日



  

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

 に掲記されている科目の金額との関係

 （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 2,416百万円

有価証券勘定 200百万円

現金及び現金同等物 2,617百万円
  

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表 

 に掲記されている科目の金額との関係

 （平成20年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,572百万円

有価証券勘定 201百万円

現金及び現金同等物 3,774百万円
 

   現金及び現金同等物とした「有価証券勘定」は 

 「マネー・マネジメント・ファンド」でありま 

 す。 

 

   現金及び現金同等物とした「有価証券勘定」は 

 「マネー・マネジメント・ファンド」でありま 

 す。 

 

※２ 株式の追加取得により新たに連結子会社となった 

 会社の資産及び負債の内訳

 株式の追加取得により新たに連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得

価額と取得に伴う支出（純額）との関係は次のとお

りであります。 

 

  株式会社グローバルヘルスケア 
（平成18年９月30日現在）

※２        ──────

 

流動資産 35百万円

固定資産 21百万円

のれん 44百万円

流動負債 △20百万円

固定負債 △12百万円

少数株主持分 △7百万円

過年度取得価額 △12百万円

持分法による投資評価額 25百万円

当連結会計年度の取得価額 75百万円

現金及び現金同等物 △30百万円

差引：子会社株式追加取得に伴 
   う支出

44百万円

 

※３ 事業の譲受けに伴い増加した資産及び負債の内訳 

 事業の譲受けにより新たに当社に組入れたことに

伴う事業の譲受け時の資産及び負債の内訳並びに事

業の譲受けの対価及び譲受けに伴う支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。 

 

  株式会社海外開発センター

流動資産 24百万円

のれん 300百万円

資産合計 324百万円

流動負債 △12百万円

負債合計 △12百万円

事業の譲受けの対価 312百万円

差引：事業の譲受けに伴う支出 312百万円

 

※３ 事業の譲受けに伴い増加した資産及び負債の内訳 

 事業の譲受けにより新たに連結子会社に組入れた

ことに伴う事業の譲受け時の資産及び負債の内訳並

びに事業の譲受けの対価及び譲受けに伴う支出（純

額）との関係は次のとおりであります。 

  

  三菱商事株式会社

流動資産 0百万円

固定資産 2百万円

のれん 1百万円

資産合計 3百万円

流動負債 △1百万円

負債合計 △1百万円

事業の譲受けの対価 2百万円

差引：事業の譲受けに伴う支出 2百万円



 

  

 
  

(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額 

相当額 

（百万円）

減価償却累 

計額相当額 

（百万円）

期末残高 

相当額 

（百万円）

建物 0 0 0

工具器具備品 179 108 70

ソフトウェア 269 184 84

合計 449 293 155

  

取得価額 

相当額 

（百万円）

減価償却累 

計額相当額 

（百万円）

期末残高 

相当額 

（百万円）

建物 0 0 0

工具器具備品 87 58 28

ソフトウェア 219 173 46

合計 307 232 75

 

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 84百万円

１年超 76百万円

合 計 161百万円
  

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 52百万円

１年超 25百万円

合 計 78百万円
 

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 140百万円

減価償却費相当額 132百万円

支払利息相当額 4百万円
  

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 87百万円

減価償却費相当額 83百万円

支払利息相当額 2百万円
 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。
 

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

    同左

   利息相当額の算定方法

   ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。
 

   利息相当額の算定方法

    同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

（減損損失について）

  同左



 

前連結会計年度(平成19年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 
  

当連結会計年度(平成20年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

 
  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社及び連結子会社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

(有価証券関係)

区  分 種類
取得原価 
（百万円）

連結貸借対照表計上額 
（百万円）

差額 
（百万円）

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの
株式 212 410 198

合  計 212 410 198

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 マネー・マネジメント・ファンド 200

 非上場株式 35

区  分 種類
取得原価 
（百万円）

連結貸借対照表計上額 
（百万円）

差額 
（百万円）

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの
株式 0 0 0

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの
株式 211 179 △32

合  計 212 179 △32

内容
連結貸借対照表計上額

(百万円)

その他有価証券

 マネー・マネジメント・ファンド 201

 非上場株式 10

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)



前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

   １ ストック・オプションの内容 

株式会社ベネフィット・ワン 

 
  

  ２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。 

株式会社ベネフィット・ワン 

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

 
 （注）上記に記載された権利行使価格は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき５株）、また平成18年４月 

(ストックオプション等関係)

決議年月日

平成12年３月22日 

ストック・オプショ

ン

平成12年４月21日 

ストック・オプショ

ン

平成13年３月14日 

ストック・オプショ

ン

平成15年６月26日 

ストック・オプショ

ン

平成16年６月28日 

ストック・オプショ

ン

付与対象者の

区分及び人数

取締役 １名 

従業員 36名 取締役 １名

取締役 １名 

従業員 35名 取締役 １名 特別顧問 １名

ストック・オ

プション数

(注) 普通株式 14,920株 普通株式   780株 普通株式 2,000株 普通株式 6,000株 普通株式 2,000株

付与日 平成12年４月１日 平成12年４月25日 平成13年４月１日 平成15年６月27日 平成16年６月30日

権利確定条件 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

対象勤務期間 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

権利行使期間 自 平成14年４月１日 

至 平成22年３月21日

自 平成14年４月25日 

至 平成22年４月20日

自 平成15年４月１日 

至 平成23年３月13日

自 平成17年７月１日 

至 平成25年６月30日

自 平成18年７月１日 

至 平成26年６月30日

 （注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。 

    なお、上記に記載されたストック・オプション数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき５株）、 

    また平成18年４月１日付株式分割（株式１株につき４株）による分割後の株式数に換算して記載しておりま 

    す。

決議年月日

平成12年３月22日 

ストック・ 

オプション

平成12年４月21日 

ストック・ 

オプション

平成13年３月14日 

ストック・ 

オプション

平成15年６月26日 

ストック・ 

オプション

平成16年６月28日 

ストック・ 

オプション

権利確定前（株）

 前連結会計年度末 ― ― ― ― 2,000

 付与 ― ― ― ― ―

 失効 ― ― ― ― ―

 権利確定 ― ― ― ― 2,000

 未確定残 ― ― ― ― ―

権利確定後（株）

 前連結会計年度末 5,520 780 280 6,000 ―

 権利確定 ― ― ― ― 2,000

 権利行使 1,940 ― 40 400 680

 失効 ― ― 60 ― ―

 未行使残 3,580 780 180 5,600 1,320

   （注）上記に記載されたストック・オプション数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき５株）、また 

         平成18年４月１日付株式分割（株式１株につき４株）による分割後の株式数に換算して記載しております。

決議年月日
平成12年３月22日 

ストック・ 
オプション

平成12年４月21日 
ストック・ 
オプション

平成13年３月14日 
ストック・ 
オプション

平成15年６月26日 
ストック・ 
オプション

平成16年６月28日 
ストック・ 
オプション

権利行使価格 （円） 7,500 7,500 27,179 30,000 35,000

行使時平均株価（円） 133,166 ― 114,126 183,600 131,721

付与日における公正な評
価単価    （円） ― ― ― ― ―



    １日付株式分割（株式１株につき４株）による分割後の権利行使価格に調整して記載しております。 



 

  
当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   １ ストック・オプションの内容 

株式会社ベネフィット・ワン 

 
  

  ２ ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数に

ついては、株式数に換算して記載しております。 

株式会社ベネフィット・ワン 

①ストック・オプションの数 

 
  

②単価情報 

 
 （注）上記に記載された権利行使価格は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき５株）、また平成18年４月 

    １日付株式分割（株式１株につき４株）による分割後の権利行使価格に調整して記載しております。 

決議年月日

平成12年３月22日 

ストック・オプショ

ン

平成12年４月21日 

ストック・オプショ

ン

平成13年３月14日 

ストック・オプショ

ン

平成15年６月26日 

ストック・オプショ

ン

平成16年６月28日 

ストック・オプショ

ン

付与対象者の

区分及び人数

取締役 １名 

従業員 36名 取締役 １名

取締役 １名 

従業員 35名 取締役 １名 特別顧問 １名

ストック・オ

プション数

(注) 普通株式 14,920株 普通株式   780株 普通株式 2,000株 普通株式 6,000株 普通株式 2,000株

付与日 平成12年４月１日 平成12年４月25日 平成13年４月１日 平成15年６月27日 平成16年６月30日

権利確定条件 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

対象勤務期間 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

権利行使期間 自 平成14年４月１日 

至 平成22年３月21日

自 平成14年４月25日 

至 平成22年４月20日

自 平成15年４月１日 

至 平成23年３月13日

自 平成17年７月１日 

至 平成25年６月30日

自 平成18年７月１日 

至 平成26年６月30日

 （注）ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。 

    なお、上記に記載されたストック・オプション数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき５株）、 

    また平成18年４月１日付株式分割（株式１株につき４株）による分割後の株式数に換算して記載しておりま 

    す。

決議年月日

平成12年３月22日 

ストック・ 

オプション

平成12年４月21日 

ストック・ 

オプション

平成13年３月14日 

ストック・ 

オプション

平成15年６月26日 

ストック・ 

オプション

平成16年６月28日 

ストック・ 

オプション

権利確定前（株）

 前連結会計年度末 ― ― ― ― ―

 付与 ― ― ― ― ―

 失効 ― ― ― ― ―

 権利確定 ― ― ― ― ―

 未確定残 ― ― ― ― ―

権利確定後（株）

 前連結会計年度末 3,580 780 180 5,600 1,320

 権利確定 ― ― ― ― ―

 権利行使 1,810 ― 20 400 340

 失効 ― ― ― ― ―

 未行使残 1,770 780 160 5,200 980

   （注）上記に記載されたストック・オプション数は、平成17年５月20日付株式分割（株式１株につき５株）、また 

     平成18年４月１日付株式分割（株式１株につき４株）による分割後の株式数に換算して記載しております。

決議年月日
平成12年３月22日 

ストック・ 
オプション

平成12年４月21日 
ストック・ 
オプション

平成13年３月14日 
ストック・ 
オプション

平成15年６月26日 
ストック・ 
オプション

平成16年６月28日 
ストック・ 
オプション

権利行使価格 （円） 7,500 7,500 27,179 30,000 35,000

行使時平均株価（円） 117,223 ― 117,550 106,095 98,640

付与日における公正な評
価単価    （円） ― ― ― ― ―



 

 
  

(税効果会計関係)

前連結会計年度 
（平成19年３月31日）

当連結会計年度 
（平成20年３月31日）

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

  繰越欠損金   66百万円

  未払事業税   33百万円

  未払事業所税 2百万円

  貸倒引当金 2百万円

  投資有価証券評価損 17百万円

  その他 16百万円

  繰延税金資産小計 138百万円

  評価性引当額 △66百万円

  繰延税金資産合計 71百万円

  繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △80百万円

  繰延税金負債の純額 △9百万円
 

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

  繰延税金資産

  繰越欠損金 67百万円

  未払事業税 42百万円

  未払事業所税      2百万円

  貸倒引当金 6百万円

  投資有価証券評価損 27百万円

  会員権評価損 28百万円

  その他有価証券評価差額金 13百万円

  その他 46百万円

  繰延税金資産小計 235百万円

  評価性引当額 △68百万円

  繰延税金資産合計 166百万円

  繰延税金負債

  その他有価証券評価差額金 △0百万円

  繰延税金資産の純額 166百万円
 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

のれん償却額 1.46％

持分法投資損失 1.52％

評価性引当額の増加 1.28％

その他 0.47％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 45.42％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69％

(調整)

持分法投資損失 0.89％

役員賞与の損金不算入額 0.43％

住民税均等割等 0.72％

評価性引当額の増加 0.07％

その他 0.22％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.02％



前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社及び連結子会社は、企業の福利厚生代行サービスを中心としたアウトソーシング事業を行って

おり、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

当社及び連結子会社は、企業の福利厚生代行サービスを中心としたアウトソーシング事業とゲスト

ハウス事業等を行っており、アウトソーシング事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメ

ントの売上高の合計、営業利益及び資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、

事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。 

  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】



  

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  注記対象となる取引が無いため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  注記対象となる取引が無いため、記載を省略しております。 

   

  

【関連当事者との取引】



  

前連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 (パーチェス法適用） 

  １ 企業結合の概要 

 
 ２ 連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間  

 当連結会計年度中の中間連結会計期間末において株式の追加取得がおこなわれたものとみなして処理

しており、当連結会計年度中の中間連結会計期間の業績には持分法による投資損益（議決権所有割合

20.0％）を含んでおります。     

  ３ 被取得企業の取得原価及びその内訳 

   (1) 被取得企業の取得原価  75百万円 

   (2) 取得原価の内訳 

      株式取得費用     75百万円 

      全て現金で支出しています。  

 ４ 発生したのれんの金額等  

  (1) のれんの金額      44百万円  

  (2) 発生原因     

 株式会社グローバルへルスケア社の今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理

的な見積もりにより発生したものであります。   

  (3) 償却方法及び償却期間      

 のれんの償却については、４年の定額法で償却しています。  

 なお、当連結会計年度末の時点で、のれんの効果が認められなかったため、残額を全額償却して

おります。 

 ５ 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

     流動資産        35百万円 

     固定資産        21百万円 

     資産計         57百万円 

  

     流動負債        20百万円 

     固定負債        12百万円 

     負債計         33百万円 

 ６ 当該企業結合が当連結会計年度開始日に完了したと仮定したときの当連結会計年度の売上高等 

   の概算額 

     売上高        10,237百万円 

     営業利益       1,251百万円 

     経常利益       1,235百万円 

     当期純利益       685百万円 

         １株当たり当期純利益 3,228円52銭    

（注）概算額の算定方法及び重要な前提条件    

①企業結合が連結会計年度開始日に完了し、当連結会計年度開始の日から株式会社グローバルヘルス

(企業結合等関係)

被取得企業の名称 株式会社グローバルヘルスケア

被取得企業の事業の内容 健康支援プログラム開発・提供

企業結合を行った主な理由 福利厚生事業の受託先へのサービス多角化

企業結合日 平成18年7月24日

企業結合の法的形式 第三者割当増資による新株発行の引受による取得

結合後の企業の名称 株式会社グローバルヘルスケア

取得した議決権比率 70.43％（50.43％追加取得）



ケアの議決権の所有割合は70.43％であると仮定して、売上高および損益情報を計算しております。 

②のれんの償却期間および償却方法は当連結会計年度開始の日から４年定額法で償却しております。 

 なお、当連結会計年度末の時点で、のれんの効果が認められなかったため、残額を全額償却してお

ります。 

③当該注記情報については監査証明を受けておりません。 

  

 当社は、平成19年２月28日に株式会社海外開発センターより同社の会員事業及び標章事業を譲り受けまし

た。  

 １ 事業譲受けの目的   

 グルメ関連の割引サービスコンテンツの拡充を図ると共に、顧客基盤の拡大を更に加速する事を目

的としております。  

 ２ 譲受け事業の内容     

 個人会員や企業顧客および福利厚生会員等の会員に向け、飲食店を中心とした本サービス加盟店で

の利用料に対し、20％割引等の各種特典が受けられる事業であります。  

 ３ 譲受け資産・負債及び価額  

    流動資産 24百万円  

    のれん  300百万円 

    資産合計 324百万円  

  

    流動負債 12百万円 

    負債合計 12百万円  

（注）のれんは、今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積もりにより発

生したものであります。 

  

当連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

(事業譲受け)

重要性がないため、記載を省略しております。



  

 

(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 

１株当たり純資産額 24,147円65銭

１株当たり当期純利益金額 3,228円52銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

3,073円72銭

 

１株当たり純資産額 27,669円70銭

１株当たり当期純利益金額 4,996円71銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

4,806円36銭

 

   当社は、平成18年４月１日付で普通株式１株につき４ 

 株の株式分割を行っております。 

  なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場 
 合の前連結会計年度における１株当たり情報について 

 は、以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 21,776円56銭

１株当たり当期純利益金額 2,595円97銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

2,427円55銭

前連結会計年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益金額（百万円） 685 1,075

普通株式に係る当期純利益（百万円） 685 1,075

普通株主に帰属しない金額（百万円） ─ ─

普通株式の期中平均株式数（株） 212,293 215,173

当期純利益調整額（百万円） ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定に用いら
れた普通株式増加数の主要な内訳（株）

 新株引受権 5,133 3,864

 新株予約権 5,559 4,658

普通株式増加数（株） 10,692 8,522

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり当
期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式の概要

────── ──────



 

  

 

(重要な後発事象)

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日)

──────  当社は、平成20年２月26日開催の取締役会において松山
カスタマーセンターを自社ビルとして建設する方針を決議
し、平成20年６月４日に愛媛県松山市藤原二丁目所在の土
地の引渡しを受けております。 
 
１．目的 
  今後の業容拡大に伴うカスタマーセンターの規模や 
  機能の拡充、サービス水準の向上及びオペレーショ 
  ンコストの低減を図り、顧客ニーズへ速やかに対応 
  することを目的とするものであります。 
 
２．取得物件の内容 
  所在地 
  愛媛県松山市 
  取得価格 
  368百万円 
  面積 
  1,818.20㎡ 
 
３．松山カスタマーセンターの概要及び導入時期 
  構造 
  鉄骨造４階建 
  延床面積 
  3,575.00㎡ 
  着工予定 
  平成20年８月上旬 
  完成予定 
  平成21年１月下旬 
  総工費（概算） 
  1,418百万円（既投資額368百万円） 
   
４．当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響 
  当該設備の完成は、平成21年１月下旬を予定して 
  おりますので、平成21年３月期の営業・生産活動 
  に与える影響は軽微であると考えます。 
 



 

該当事項はありません。 

  

 
（注）１ 「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。 

２ 長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における１年ごとの

返済予定額は以下のとおりであります。 

 

該当事項はありません。 

  

⑤ 【連結附属明細表】

【社債明細表】

【借入金等明細表】

区分
前期末残高 
（百万円）

当期末残高 
（百万円）

平均利率 
（％）

返済期限

短期借入金 6 ― ― ―

１年以内に返済予定の長
期借入金

2 2 2.575 ―

１年以内に返済予定のリ
ース債務

― ― ― ―

長期借入金（１年以内に
返済予定のものを除く）

9 7 2.575
平成21年４月15日～ 
平成24年２月15日

リース債務（１年以内に
返済予定のものを除く）

― ― ― ―

その他の有利子負債 ― ― ― ―

合計 18 9 ― ―

区分
１年超２年以内 

（百万円）
２年超３年以内 

（百万円）
３年超４年以内 

（百万円）
４年超５年以内 

（百万円）

長期借入金 2 2 2 ―

(2) 【その他】



  

 
  

２ 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,211 3,474

 ２ 売掛金 1,090 1,878

 ３ 有価証券 200 201

 ４ 商品 168 351

 ５ 貯蔵品 7 6

 ６ 前渡金 6 9

 ７ 前払費用 666 400

 ８ 繰延税金資産 40 54

 ９ 未収入金 160 130

 10 その他 37 54

   貸倒引当金 △6 △12

   流動資産合計 4,584 57.1 6,549 63.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 ※２ 150 361

    減価償却累計額 △22 127 △37 324

  (2) 構築物 ─ 17

    減価償却累計額 ─ ─ △1 16

  (3) 船舶 69 69

    減価償却累計額 △23 45 △40 28

  (4) 車両運搬具 8 8

    減価償却累計額 △6 1 △6 1

  (5) 工具器具備品 ※２ 354 394

    減価償却累計額 △148 206 △220 173

  (6) 土地 139 231

  (7) 建設仮勘定 209 44

   有形固定資産合計 730 9.1 820 8.0

 ２ 無形固定資産

  (1) のれん 295 235

  (2) 商標権 4 4

  (3) ソフトウェア ※２ 450 668

  (4) ソフトウェア仮勘定 458 498

  (5) その他 2 3

   無形固定資産合計 1,210 15.1 1,409 13.7



  

 

 
前事業年度 

(平成19年３月31日)
当事業年度 

(平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 441 184

  (2) 関係会社株式 138 129

  (3) 長期前払費用 18 12

  (4) 会員権 109 38

  (5) 長期性預金 400 400

  (6) 敷金保証金 224 319

  (7) 保険積立金 169 208

  (8) 繰延税金資産 ─ 180

  (9) その他 0 0

   投資その他の資産合計 1,503 18.7 1,474 14.4

   固定資産合計 3,445 42.9 3,704 36.1

   資産合計 8,030 100.0 10,253 100.0



 

  
  

 

前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※１ 1,330 1,736

 ２ 未払金 405 562

 ３ 未払法人税等 422 580

 ４ 未払消費税等 43 94

 ５ 前受金 262 222

 ６ 預り金 259 938

 ７ その他 79 44

   流動負債合計 2,804 34.9 4,178 40.8

Ⅱ 固定負債

 １ 繰延税金負債 1 ─

 ２ ポイント引当金 ─ 31

 ３ その他 14 10

   固定負債合計 15 0.2 41 0.4

   負債合計 2,820 35.1 4,220 41.2

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 1,402 17.5 1,421 13.9

 ２ 資本剰余金

  (1)資本準備金 1,342 1,361

   資本剰余金合計 1,342 16.7 1,361 13.3

 ３ 利益剰余金

  (1)その他利益剰余金

    別途積立金 1,200 1,700

    繰越利益剰余金 1,147 1,570

   利益剰余金合計 2,347 29.2 3,270 31.8

   株主資本合計 5,091 63.4 6,052 59.0

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

117 1.5 △19 △0.2

   評価・換算差額等合計 117 1.5 △19 △0.2

   純資産合計 5,209 64.9 6,033 58.8

   負債純資産合計 8,030 100.0 10,253 100.0

 



  

 
  

② 【損益計算書】

前事業年度 
(自 平成18年４月１日 

 至 平成19年３月31日)

当事業年度 
(自 平成19年４月１日 

 至 平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比 
(％)

金額(百万円)
百分比 
(％)

Ⅰ 売上高 8,915 100.0 12,211 100.0

Ⅱ 売上原価 5,460 61.3 7,341 60.1

   売上総利益 3,454 38.7 4,870 39.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費
※２ 
※３

2,163 24.3 2,958 24.2

   営業利益 1,291 14.4 1,912 15.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取賃貸料 ※１ 22 48

  ２ 補助金収入 56 82

 ３ その他 6 85 1.0 10 141 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 株式交付費 4 ─

 ２ コミットメントライン 
   手数料

10 11

 ３ 受取賃貸料原価 22 48

 ４ その他 ─ 37 0.4 0 61 0.5

   経常利益 1,339 15.0 1,993 16.3

Ⅵ 特別利益

 １ 設備補助金収入 ─ ─ ─ 35 35 0.3

Ⅶ 特別損失

  １ 投資有価証券評価損 31 24

  ２ 関係会社株式評価損 116 43

 ３ 会員権評価損 8 70

 ４ 固定資産除却損 ※４ 0 3

 ５ 固定資産圧縮損 ※５ ─ 156 1.7 35 177 1.4

   税引前当期純利益 1,182 13.3 1,850 15.2

   法人税、住民税及び 
   事業税

575 879

   法人税等調整額 △84 491 5.5 △102 777 6.4

   当期純利益 691 7.8 1,072 8.8



 

  

  

 

 
  

売上原価明細書

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比 
(％)

金額(百万円)
構成比 
(％)

Ⅰ 福利厚生売上原価

 １ 福利厚生原価

  (1) 労務費 1,110 1,441

  (2) 経費 ※１ 700 1,030

    福利厚生原価 1,810 33.1 2,471 33.7

 ２ 施設利用原価 2,477 45.4 3,112 42.4

 ３ 商品売上原価

  (1) 期首商品たな卸高 182 168

  (2) 当期商品仕入高 ※２ 801 1,161

計 983 1,330

  (3) 期末商品たな卸高 168 351

    商品売上原価 814 14.9 979 13.3

  福利厚生売上原価 5,103 93.4 6,564 89.4

Ⅱ 物販売上原価

  (1) 期首商品たな卸高 ― ―

  (2) 当期商品仕入高 357 777

計 357 777

  (3) 期末商品たな卸高 ― ―

  物販売上原価 357 6.6 777 10.6

  売上原価 5,460 100.0 7,341 100.0

(脚注)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 

※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

季刊誌費 120百万円

地代家賃 116百万円

通信費 113百万円

減価償却費 87百万円

リース料 71百万円
 

※１ 主な内訳は、次のとおりであります。

通信費 165百万円

地代家賃 154百万円

季刊誌費 147百万円

消耗品費 133百万円

減価償却費 126百万円

 

※２ 内訳は、次のとおりであります。

ガイドブック 801百万円
 

※２ 内訳は、次のとおりであります。

ガイドブック 1,161百万円



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

  

 
  

  

 
  

③ 【株主資本等変動計算書】

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 
合計

資本準備金
資本剰余金 

合計

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益剰余
金

平成18年３月31日残高(百万円) 1,376 1,316 1,316 800 971 1,771 4,464

事業年度中の変動額

 新株の発行 25 25 25 51

 利益処分による別途積立金の 
 積立て

400  △400 ― ―

 利益処分による剰余金の配当 △105 △105 △105

 利益処分による役員賞与 △10 △10 △10

 当期純利益 691 691 691

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 25 25 25 400 176 576 627

平成19年３月31日残高(百万円) 1,402 1,342 1,342 1,200 1,147 2,347 5,091

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成18年３月31日残高(百万円) 174 174 4,638

事業年度中の変動額

 新株の発行 51

  利益処分による別途積立金の 
 積立て

―

 利益処分による剰余金の配当 △105

 利益処分による役員賞与 △10

 当期純利益 691

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△56 △56 △56

事業年度中の変動額合計(百万円) △56 △56 571

平成19年３月31日残高(百万円) 117 117 5,209



  
当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 
  

  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本 
合計

資本準備金
資本剰余金 

合計

その他利益剰余金
利益剰余金 

合計
別途積立金

繰越利益剰余
金

平成19年３月31日残高(百万円) 1,402 1,342 1,342 1,200 1,147 2,347 5,091

事業年度中の変動額

 新株の発行 19 19 19 38

 別途積立金の積立て 500  △500 ─ ─

 剰余金の配当 △149 △149 △149

 当期純利益 1,072 1,072 1,072

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) 19 19 19 500 422 922 960

平成20年３月31日残高(百万円) 1,421 1,361 1,361 1,700 1,570 3,270 6,052

評価・換算差額等

純資産合計その他 
有価証券 

評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成19年３月31日残高(百万円) 117 117 5,209

事業年度中の変動額

 新株の発行 38

  別途積立金の積立て ─

 剰余金の配当 △149

 当期純利益 1,072

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△137 △137 △137

事業年度中の変動額合計(百万円) △137 △137 823

平成20年３月31日残高(百万円) △19 △19 6,033



  

  

  

重要な会計方針

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 １ 有価証券の評価基準及び評価方法  １  有価証券の評価基準及び評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっております。

(1) 子会社株式及び関連会社株式

 同左

(2) その他有価証券

時価のあるもの

 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差

額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定)によっております。

(2) その他有価証券

時価のあるもの

 同左

  

時価のないもの 

 移動平均法による原価法によっております。

  

時価のないもの

同左

 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法  ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品

移動平均法による原価法によっております。

(1) 商品

同左

(2) 貯蔵品

最終仕入原価法によっております。

(2) 貯蔵品

同左

３ 固定資産の減価償却の方法 ３ 固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

 但し、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物      15～30年

船舶        ５年

車両運搬具     ６年

工具器具備品  ３～15年

 
 

(1) 有形固定資産

定率法によっております。

 但し、平成10年４月１日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）については、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物      11～39年

構築物     15～40年

船舶        ５年

車両運搬具     ６年

工具器具備品  ３～15年

(会計方針の変更） 

 当社は法人税法の改正に伴い、当事業年度より、

平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に

変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純

利益は、それぞれ３百万円減少しております。 

（追加情報） 

 当社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改正前の法人税法

に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の

５％に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間にわた

り均等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。



 

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

(2) 無形固定資産

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりとなります。 

  のれん            ５年 

 自社利用のソフトウェア    ５年

(2) 無形固定資産

定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりとなります。 

    のれん         ５年 

    自社利用のソフトウェア ３年～５年

(3) 長期前払費用

定額法によっております。

(3) 長期前払費用

同左

４ 繰延資産の処理方法 ４ 繰延資産の処理方法

  株式交付費 

   支出時に全額費用処理しております。 

 

同左

 

５  引当金の計上基準 ５  引当金の計上基準

① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によっており、貸倒懸念債権及び破

産更生債権等については個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

 

②         ──────

  同左 

  

  

  

 

② ポイント引当金

 将来の「ベネフィット・バリューポイント」の使

用による費用発生に備えるため、当事業年度におい

て将来利用されると見込まれるポイントに対し、見

積額を計上しております。 

 なお、前事業年度に固定負債のその他として、14

百万円計上しております。

６ リース取引の処理方法 ６ リース取引の処理方法

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。

   同左

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理 

  消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に 

 よっております。

  消費税等の会計処理 

  同左



  

 
  

会計処理方法の変更

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等) 

 当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月９

日企業会計基準第５号)及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」(企業会計基準

委員会 平成17年12月９日企業会計基準適用指針第８

号)を適用しております。 

 なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,209百万円であります。 

 財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸

借対照表の純資産の部は、改正後の財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

(企業結合に係る会計基準等) 

 当事業年度から「企業結合に係る会計基準」(企業会

計審議会 平成15年10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 

企業会計基準第７号)並びに「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委

員会 最終改正平成18年12月22日 企業会計基準適用指

針第10号)を適用しております。 

 財務諸表等規則の改正による財務諸表の表示に関する

変更は以下のとおりであります。 

 （貸借対照表） 

  「営業権」は、当事業年度から「のれん」として  

  表示しております。 

(役員賞与に関する会計基準) 

 当事業年度から「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会 企業会計基準第４号 平成17年11月29

日）を適用しております。  

 これにより、営業利益、経常利益、税引前当期純利益

は15百万円減少しております。  

 

──────



  

 
  

表示方法の変更

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

（貸借対照表関係）

 前事業年度において流動資産の「その他」に含めて

表示しておりました「未収入金」（前事業年度末15百

万円）については、資産総額の100分の１超となったた

め、当事業年度より区分掲記しております。

（損益計算書関係）

 前事業年度まで区分掲記しておりました「受取利息

配当金」（当事業年度３百万円）、「受取手数料」

（当事業年度２百万円）は、営業外収益総額の100分の

10以下となったため、当事業年度より、営業外収益の

「その他」に含めて表示しております。

（貸借対照表関係）

──────  

  

  

 

（損益計算書関係）

 前事業年度まで区分掲記しておりました「株式交付

費」（当事業年度０百万円）は、営業外費用総額の100

分の10以下となったため、当事業年度より、営業外費

用の「その他」に含めて表示しております。 

 



  

 
  

  

 

 
  

注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

※１        ――――― 

  

  

 

※２        ――――― 

  

  

  

 

 

※１ 関係会社項目

 関係会社に対する資産及び負債には区分掲記された

もののほか次のものがあります。

買掛金 164百万円

※２ 国庫補助金等の受入れにより取得価格より控除

した固定資産の圧縮記帳累計額は35百万円であり、そ

の内訳は建物0百万円、工具器具備品33百万円、ソフト

ウェア0百万円であります。       

 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの受取賃貸料 22百万円
  

※１ 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

関係会社からの受取賃貸料 48百万円
 

 

※２ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 681百万円

荷造運賃 248百万円

支払地代家賃 111百万円

消耗品費 96百万円

賞与 94百万円

リース料 90百万円

法定福利費 90百万円

業務委託費 88百万円

減価償却費 67百万円

貸倒引当金繰入額 6百万円
  

※２ 主要な費目及び金額は次のとおりであります。

給料手当 818百万円

荷造運賃 328百万円

消耗品費 230百万円

業務委託費 178百万円

賞与 163百万円

支払地代家賃 135百万円

法定福利費 118百万円

営業委託料 98百万円

減価償却費 96百万円

貸倒引当金繰入額 12百万円
 

 

    おおよその割合

  販売費 45.3％

  一般管理費 54.7％
  

    おおよその割合

  販売費 37.7％

  一般管理費 62.3％
 

 

 

※３        ─────

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 0百万円

 計 0百万円

※５        ─────

 

 

 

※３ 研究開発費の総額

一般管理費に含まれる研究開発費

                32百万円

※４ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物
工具器具備品
会員権

2百万円
0百万円
0百万円

 計 3百万円

※５ 国庫補助金等により取得した資産の取得価額から

直接減額した価額の内訳は次のとおりでありま

す。

建物
工具器具備品
ソフトウェア

0百万円
33百万円
0百万円

 計 35百万円



 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 
  

   自己株式の種類および株式数に関する事項に関し、該当事項はありません。 

  

当事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   自己株式の種類および株式数に関する事項に関し、該当事項はありません。 

  

(株主資本等変動計算書関係)



  

 
  

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累 
計額相当額 
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物 0 0 0

工具器具備品 176 107 68

ソフトウェア 269 184 84

合計 446 292 154

 

取得価額
相当額
（百万円）

減価償却累 
計額相当額 
（百万円）

期末残高
相当額
（百万円）

建物 0 0 0

工具器具備品 83 58 25

ソフトウェア 219 173 46

合計 303 231 71

 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 84百万円

１年超 75百万円

合計 159百万円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 52百万円

１年超 23百万円

合計 75百万円

 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 139百万円

減価償却費相当額 132百万円

支払利息相当額 4百万円
 

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料 86百万円

減価償却費相当額 82百万円

支払利息相当額 2百万円

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法によっております。

(4) 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

   減価償却費相当額の算定方法

   ・同左

   利息相当額の算定方法

   ・リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

   利息相当額の算定方法

   ・同左

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。
（減損損失について）

  同左



 

  

前事業年度(平成19年３月31日) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当事業年度(平成20年３月31日) 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

  

  

 
  

前事業年度(平成19年３月31日) 

 連結財務諸表の注記事項（企業結合等関係）における記載内容と同一である為、記載しておりません。 

  

当事業年度(平成20年３月31日) 

 該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成19年３月31日)

当事業年度 
(平成20年３月31日)

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 31百万円

未払事業所税 2百万円

その他 6百万円

 合計 40百万円

繰延税金資産(固定)

投資有価証券評価損 17百万円

関係会社株式評価損 50百万円

その他 11百万円

合計 79百万円

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △80百万円

繰延税金資産の純額 38百万円
 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産(流動)

未払事業税 42百万円

未払事業所税 2百万円

その他 9百万円

 合計 54百万円

繰延税金資産(固定)

投資有価証券評価損 27百万円

関係会社株式評価損 68百万円

会員権評価損 28百万円

その他有価証券評価差額金 13百万円

その他 42百万円

合計 180百万円

繰延税金負債(固定)

その他有価証券評価差額金 △0百万円

繰延税金資産の純額 234百万円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの当該差異の原因と

なった主な項目別の内訳

   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 

  率との差異が、法定実効税率の100分の５以下である 

  ため、記載を省略しております。

２ 同左

(企業結合等関係)



 
(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

 
１株当たり純資産額 24,313円34銭

 
１株当たり純資産額 27,822円62銭

 
１株当たり当期純利益金額 3,258円20銭

 
１株当たり当期純利益金額 4,985円83銭

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額

3,101円97銭
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金
額

4,795円89銭

 

当社は、平成18年４月１日付で普通株式１株につき４

株の株式分割を行っております。 

 なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前事業年度における１株当たり情報については、以

下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 21,914円83銭

１株当たり当期純利益金額 2,717円62銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

2,541円31銭

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

損益計算書上の当期純利益(百万円) 691 1,072

普通株式に係る当期純利益(百万円) 691 1,072

普通株主に帰属しない金額(百万円) ─ ─

普通株式の期中平均株式数(株) 212,293 215,173

当期純利益調整額(百万円) ─ ─

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定
に用いられた普通株式増加数の主要な内訳(株)

 新株引受権 5,133 3,864

 新株予約権 5,559 4,658

普通株式増加数(株) 10,692 8,522

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益金額の算定に含めなかった潜在
株式の概要

────── ──────



 

  

 
  

  

(重要な後発事象)
 

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

──────  当社は、平成20年２月26日開催の取締役会において松

山カスタマーセンターを自社ビルとして建設する方針を

決議し、平成20年６月４日に愛媛県松山市藤原二丁目所

在の土地の引渡しを受けております。 

  

１．目的 

  今後の業容拡大に伴うカスタマーセンターの規模 

  や機能の拡充、サービス水準の向上及びオペレー 

  ションコストの低減を図り、顧客ニーズへ速やか 

  に対応することを目的とするものであります。 

２．取得物件の内容 

  所在地 

  愛媛県松山市 

  取得価格 

  368百万円 

  面積 

  1,818.20㎡ 

３．松山カスタマーセンターの概要及び導入時期 

  構造 

  鉄骨造４階建 

  延床面積 

  3,575.00㎡ 

  着工予定 

  平成20年８月上旬 

  完成予定 

  平成21年１月下旬 

  総工費（概算） 

  1,418百万円（既投資額368百万円） 

   

４．当該設備が営業・生産活動に及ぼす重要な影響 

  当該設備の完成は、平成21年１月下旬を予定して 

  おりますので、平成21年３月期の営業・生産活動 

  に与える影響は軽微であると考えます。 

 



 
  

 
  

④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 

(百万円)

投資有 
価証券

そ の 他 有
価証券

日本社宅サービス株式会社 1,800 179

株式会社アクトコール     50 2

マイクロビジネスライフサポート株
式会社

20 1

株式会社ユーピーマネジメント 20 1

株式会社ブークス 1,000 0

ラクラス株式会社 384 0

株式会社鹿鳴プランニング 20 0

株式会社リロ・ホールディング 200 0

計 3,494 184

【その他】

種類及び銘柄 投資口数等(口)
貸借対照表計上額 

(百万円)

有 価証
券

そ の 他 有
価証券

（証券投資信託の受益証券）

マネー・マネジメント・ファンド 201,742,607 201

計 201,742,607 201



 

  

  

 
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。 

 
  

  

  

 
(注) ポイント引当金の前期末残高は、固定負債のその他として計上しております。 

  

【有形固定資産等明細表】

資産の種類
前期末残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

当期末減価 
償却累計額 
又は償却累 

計額 
(百万円)

当期償却額 
(百万円)

差引当期末 
残高 

(百万円)

有形固定資産

 建物 150 220 10 361 37 18 324

 構築物 ─ 17 ─ 17 1 1 16

 船舶 69 ─ ─ 69 40 16 28

 車両運搬具 8 ─ ─ 8 6 0 1

 工具器具備品 354 73 34 394 220 72 173

 土地 139 92 ─ 231 ─ ─ 231

 建設仮勘定 209 189 354 44 ─ ─ 44

有形固定資産計 932 593 398 1,127 306 109 820

無形固定資産

 のれん 300 ─ ─ 300 65 60 235

 商標権 5 1 ─ 6 2 0 4

 ソフトウェア 552 381 0 932 264 162 668

ソフトウェア仮勘定 458 387 347 498 ─ ─ 498

 その他 2 0 ─ 3 0 0 3

無形固定資産計 1,319 770 348 1,741 332 223 1,409

長期前払費用 37 0 ─ 38 25 6 12

建物 ゲストハウス 202百万円

工具器具備品 カフェシステム設備投資 19百万円

土地 ゲストハウス 65百万円

ベネフィットステーション賢島 25百万円

ソフトウェア カスタマーセンターシステム開発 205百万円

ソフトウェア仮勘定 カスタマーセンターシステム開発 259百万円

【引当金明細表】

区分
前期末残高 
(百万円)

当期増加額 
(百万円)

当期減少額 
(目的使用) 
(百万円)

当期減少額 
(その他) 
(百万円)

当期末残高 
(百万円)

貸倒引当金 6 12 6 ─ 12

ポイント引当金 14 21 4 ─ 31



  

 
  

  

 
  

  

 
（注） 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。 

  

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分 金額(百万円)

現金 0

預金

 普通預金 3,473

 別段預金 0

計 3,473

合計 3,474

② 売掛金

相手先別内訳

相手先 金額(百万円)

警察共済組合 223

株式会社ジャックス 170

ファイザー株式会社 106

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル株式会
社

75

株式会社リコー 72

その他 1,230

合計 1,878

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

前期繰越高 
(百万円) 

(Ａ)

当期発生高 
(百万円) 

(Ｂ)

当期回収高 
(百万円) 

(Ｃ)

次期繰越高 
(百万円) 

(Ｄ)
 

回収率(％)

(Ｃ)
×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)
(Ａ)＋(Ｄ)

２
(Ｂ)
366

1,090 12,822 12,034 1,878 86.5 42.3



  

  

 
  

  

 
  

③ 商品

区分 金額(百万円)

ガイドブック 331

その他 20

合計 351

④ 貯蔵品

区分 金額(百万円)

会員カード 6

その他 0

合計 6



 

  

  

 
  

  

 
  

    

 
  

  

 

該当事項はありません。 

  

⑤ 買掛金

相手先 金額(百万円)

大日本印刷株式会社 594

株式会社ベネフィットワン・パートナーズ 151

株式会社グローバルスポーツ医学研究所 41

近畿日本ツーリスト株式会社 42

株式会社ジェフグルメカード 28

その他 876

合計 1,736

⑥ 未払金

相手先 金額(百万円)

株式会社エム・ビー・アイ 33

株式会社セイノー情報サービス 31

株式会社デル 21

株式会社エヌ・ティ・ティ・ロジスコ 17

その他 457

合計 562

⑦ 未払法人税等

区分 金額(百万円)

未払法人税 477

未払事業税 103

合計 580

⑧ 預り金

区分 金額(百万円)

企業補助金 848

その他 89

合計 938

(3) 【その他】



 

 
(注) 株券喪失登録１件につき10,000円(消費税等を含まない)、株券１枚につき500円(消費税等を含まない)。 

  

第６ 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 営業年度末日の翌日から３ヶ月以内

基準日 ３月31日

株券の種類 １株券 10株券 100株券

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 ―

株式の名義書換え

  取扱場所
東京都千代田区丸の内一丁目４番４号 
 住友信託銀行株式会社 証券代行部

  株主名簿管理人
大阪府大阪市中央区北浜四丁目５番33号 
 住友信託銀行株式会社

  取次所 住友信託銀行株式会社 全国各支店

  名義書換手数料 無料

  新券交付手数料 (注)

公告掲載方法
当社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって
電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。

なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおり
です。

http://www.benefit-one.co.jp

株主に対する特典
１株以上保有の株主様にベネフィット・ステーションスタンダードコースＡ １名様
分、10株以上保有の株主様にベネフィット・ステーションゴールドコースＢ １名様
分とします。



 

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。 

  

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

(1) 有価証券報告書及びその添付書類 

事業年度 第12期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）平成19年６月29日関東財務局長に

提出。 

(2) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(1)有価証券報告書及びその添付書類に係る訂正報告書）を平成19年８月21日関東財

務局長に提出。 

(3) 有価証券報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(1)有価証券報告書及びその添付書類に係る訂正報告書）を平成19年10月18日関東財

務局長に提出。 

(4) 半期報告書 

事業年度 第13期中（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日）平成19年12月14日関東財務局長

に提出。 

(5) 臨時報告書 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社

の異動）の規定に基づく臨時報告書を平成20年２月20日関東財務局長に提出。 

(6) 臨時報告書 

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第３号（親会社

の異動）及び第４号（主要株主の異動）の規定に基づく臨時報告書を平成20年３月３日関東財務局長に提

出。 

(7) 臨時報告書の訂正報告書 

訂正報告書（上記(6)臨時報告書の訂正報告書）を平成20年５月12日関東財務局長に提出。 

第７ 【提出会社の参考情報】

１ 【提出会社の親会社等の情報】

２ 【その他の参考情報】



 

該当事項はありません。 

  

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



 

 
  

平成１９年６月２８日

株 式 会 社 ベ ネ フ ィ ッ ト ・ ワ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ベネフィット・ワンの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわ

ち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細

表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務

諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社ベネフィット・ワン及び連結子会社の平成１９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会

計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

みみみみ    すすすす    ずずずず    監監監監    査査査査    法法法法    人人人人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 市 村   清

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 井 靜 雄

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 菅 田 裕 之

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
 



 

 

  

 

株式会社 ベネフィット・ワン 

 
  

 
  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ベネフィット・ワンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの連結会計年

度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあ

り、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めて

いる。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によっ

て行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人

は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準

拠して、株式会社ベネフィット・ワン及び連結子会社の平成20年３月31日現在の財政状態並びに同日をもっ

て終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示

しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 

独立監査人の監査報告書

平成20年６月30日

  取  締  役  会  御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  井  上  隆  司  ㊞

指定社員   
業務執行社員

公認会計士  片  岡  久  依  ㊞

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
 



 

 
  

平成１９年６月２８日

株 式 会 社 ベ ネ フ ィ ッ ト ・ ワ ン 

取 締 役 会  御 中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社ベネフィット・ワンの平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日までの第１２期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社ベネフィット・ワンの平成１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて

の重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 

独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

みみみみ    すすすす    ずずずず    監監監監    査査査査    法法法法    人人人人

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 市 村   清

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 藤 井 靜 雄

指 定 社 員
業務執行社員

公認会計士 菅 田 裕 之

（※）上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
 



 

  

 

株式会社 ベネフィット・ワン 

 
  

 
  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている株式会社ベネフィット・ワンの平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第13期事業

年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び附属明細表について監査

を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する

意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めてい

る。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって

行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監

査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社ベネフィット・ワンの平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の

経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

 

独立監査人の監査報告書

平成20年６月30日

  取  締  役  会  御中

監査法人 ト ー マ ツ

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  井  上  隆  司  ㊞

指定社員   
業務執行社員

公認会計士  片  岡  久  依  ㊞

(注) 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会

社)が別途保管しております。
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